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○午後１時００分開会 

○たけうち委員長 

 ただいまから、建設委員会を開会いたします。 

 本日は、お手元に配付してございます審査・調査予定表のとおり、請願・陳情審査、報告事項、行政

視察について、およびその他を予定しております。 

 本日も、効率的な委員会運営にご協力をよろしくお願いいたします。 

 なお、本日は、８名の傍聴申請がございますので、ご案内いたします。 

 その中で、１名の方から録音申請が出ておりますので、これを許可いたします。 

 また、あわせて、傍聴者より写真撮影およびテレビ撮影の許可申請がございました。議題に入る前に、

許可するかしないかを判断するため、委員の皆様のご意見をお聞きしたいと思います。 

 直近の例によりますと、先日の議会運営委員会等では、冒頭の様子、つまり頭撮りのみ認めた事例が

ございますが、これまでは動画による撮影は許可しておりませんでした。 

 では、それぞれご意見をお願いいたします。自民党・子ども未来。 

○大沢委員 

 自民党・子ども未来におきましては、通例に従いまして、冒頭のみにお願いしたいと思います。 

○あくつ委員 

 直近の例に従いまして、議会運営委員会の例に従いまして、冒頭、頭撮りでお願いしたいと思います。 

○安藤委員 

 通例はそうなのですけれども、国会でも委員会を普通に生中継していますし、冒頭だけではなくて、

審査中も撮っていただいて構わないと思います。 

○松永副委員長 

 私たちも通例どおり、冒頭、頭撮りでお願いいたします。 

○西本委員 

 通例どおりでお願いします。 

○筒井委員 

 今回事案の重大性から、冒頭ではなくて、審査中でも撮影を認めたほうがいいと思います。 

○たけうち委員長 

 それぞれご意見ありがとうございました。 

 審議に入る前に、冒頭のみという意見が多うございましたので、このタイミングでそちらの自席から

のご撮影をいただくということで撮影を許可いたしますので、申請者の方はどうぞご撮影をお願いいた

します。 

                                              

１ 請願・陳情審査 

 ⑴ 平成３０年陳情第１２号 区長が、羽田空港増便による新飛行ルートについて、国に対し見直し

               を求める交渉をすることに関する陳情 

 ⑵ 平成３０年陳情第１３号 羽田空港新ルート見直しと説明会開催に関する陳情 

○たけうち委員長 

 それでは、まず予定表１の請願・陳情審査を行います。 

 ⑴平成３０年陳情第１２号、区長が羽田空港増便による新飛行ルートについて、国に対し見直しを求
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める交渉をすることに関する陳情、および⑵平成３０年陳情第１３号、羽田空港新ルート見直しと説明会

開催に関する陳情を一括議題に供し、採決はそれぞれ行います。 

 本件は、初めての審査になりますので、書記に朗読させます。 

〔書記朗読〕 

○たけうち委員長 

 朗読が終わりました。 

 それでは、本陳情に関しまして、ご質疑・ご意見等がございましたら、ご発言願います。 

○安藤委員 

 この二つの陳情に共通して書かれているのは、説明が全然されていないということです。教室型説明

会の開催については、議会も区も繰り返し求めてきましたけれども、開催を求めるという意味ではすご

く当然の、議会も区も一致するような内容の陳情かなと、第１３号のほうもそうですね。あと、住民の

理解が得られない場合はルート見直しを行うよう国土交通省に要請するというのは、ごく当然のことか

なというふうに思います。 

 説明会なのですけれども、ちょっとまずお伺いしたいのは、情報発信拠点というのが、前回筒井委員

からも発信拠点を区につくったらどうかという提案も出されていましたけれども、結果的にそれが必ず

しも新ルートの問題点を正しく区民に伝えるものになるかどうかというのは置いといたとしても、そう

いう情報発信拠点というのをとにもかくにも増やしていくということ自体は、この計画の周知をしてい

く上でも意義があることだなと思っていますが、都庁を皮切りに、この間、渋谷区、江戸川区、川口市、

港区や墨田区、新宿区、練馬区、川崎市と、あと北区と豊島区と板橋区にいたっては２回行われている

のですね。拠点が設置されているのですけれども、何か品川区だけが何で行われていないのかというの

は、ちょっと確かに前回の数字を聞いてすごく疑問に思いまして、明らかに不自然ですけれども、何か

理由があるのでしょうかというのがまず１点目です。 

 それと、落下物に対する不安も非常に大きくなっていますが、落下物対策総合パッケージというのが

この３月末に国から出されましたけれども、改めてこれはどのような内容だと捉えているのか、区の説

明を伺いたいと思います。 

 あわせて、区の評価を改めて伺いたい。区も再三落下物をゼロにするよう、ゼロを目指すよう求めて

きたと言いますけれども、今回のこの対策は落下物をゼロにする内容では私はないと思いますが、区も

そうお考えなのかどうか伺いたいと思います。 

○鈴木都市計画課長 

 まず、ご質問のいわゆる情報発信拠点といいますか、その点についてのご質問でございますが、ほか

の区で実施されてきているということは承知してございます。区のほうでも、先ほどの教室型説明会と

あわせて、そうした拠点の設置について求めてきてございます。品川区だけが行われてきていないとい

うことではなくて、その実施のタイミングですとか、国のほうの体制ですとか、そういったところでさ

れてきていなかったのかなというところでございますが、前回もこの場で、建設委員会のほうでご答弁

させていただきましたが、教室型説明会とともに、常設型の、区のどこかに常設型のそうした情報発信

拠点、しっかりご説明をいただけるような場所の確保を国に今後も求めていきたいというところでござ

います。 

 それから、この３月に公表されました落下物対策総合パッケージの中身ですが、中身的にはこれまで

落下物の対策については、各航空会社がそれぞれ対策をとってきたものが、国のほうが基準を定めて各
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航空会社、特に外国の航空会社にその実施計画に位置づけると、そういったものを義務づけるものが主

な大きな内容となってございます。そのほか、もし落下物があった場合の補償の考え方ですとか、ある

いは航空会社へのペナルティーの中身ですとか、そういったところが書かれてございますが、大きくは

落下物の基準を特に外国の航空会社に義務づけると、実施計画に位置づけないと外国の航空会社は羽田

等に来られないという内容が一番大きいところだと思います。 

 その中身の評価の仕方といいますか、区の受けとめ方でございますが、これまで各航空会社がそれぞ

れ独自でやってきたものをしっかり厳しい基準で取りまとめたということは一定評価してございますが、

実施計画に位置づけなければ羽田空港を使えないということは非常に大きい取り組みだとは思うのです

けれども、それがいかにしっかり取り組みが行われるか、確認方法ですとか、そういったところは今後

国のほうにも、それがどう具体的に行われていくかというところをしっかり確認していきたいというと

ころでございます。 

○安藤委員 

 最初の情報発信拠点のほうは、昨年の７月２８日に都庁から始まって、翌８月には渋谷区に設置され

まして、先ほど言ったように、何というか、品川区で行われていないのが不自然なほど多くルート下で

行われているのですけれども、１年間たっていて、区も教室型とあわせて求めてきたといいますが、や

られていないというのは、一つは国の丁寧な説明というのが全く行われていないということは、行動が

それを示しているなというのと同時に、品川区がどれだけ求めてきたのというか、本当に、むしろ品川

区も積極性に欠けていたから、こういうふうになっているのではないのかなというふうに思わざるを得

ないような不自然さがあると思うのですけれども、そこら辺はどうなのですか。 

 品川区は、説明をするということは、同時に国の都合のいい情報も来ますけれども、一方で一定落下

物の問題ですとか、この新ルートにかかわる危険性も区民に知らせることになるわけですから、それは

当然国としても嫌な面もあるのですけれども、ここまでやらないということは、品川区がそういう危険

性を区民に知らせたくない、知らせるという姿勢がそんなにないのではないかと思わざるを得ないよう

な不自然さがあるのですけれども、いかがでしょうかというのが一つです。 

 もう一つは、落下物対策総合パッケージですが、大きな内容ではあるけれどもという話がありました

けれども、この対策は落下物をゼロにする内容でないと思うのですけれども、区はこれで落下物がゼロ

になると思うのでしょうか。今回のパッケージの話ですよ、今回の対策の話ですよ。ちょっとそこを

伺ったので、聞かせてください。 

○鈴木都市計画課長 

 教室型説明会の実施については、国がこの計画を当初公表した段階、これは当然外部の学識委員等を

入れて国のほうで検討を重ねてきて取りまとめられたものだというところで、その中で、その地域への

説明の仕方についても、そういった学識者を入れて、どういった形で説明をしていくのが、情報発信し

ていくのがいいかというところの中で、オープンハウス型の説明会がより多くの方に来ていただけると

いうところで国のほうで採用した方式であるということで伺っているところでございます。 

 例えば、教室型の説明会が２３区ほかの区で軒並み何回もやられていて、品川区だけがやられていな

いということではなくて、国の方針として、一つはオープンハウス型の説明会で丁寧にご説明を行って

いきたいというまず基本的な方針がございますので、何か区が区民のほうに知らせたくないから、あえ

て区が教室型を求めていないとか、そういったことでは全くなくて、情報発信拠点のほうについてもタ

イミングといいますか、例えばオープンハウス型の説明会のタイミングと情報発信、先ほど申しました
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が、国の体制とタイミングといいますか、そういったところで折り合いがつかなかったというところだ

と思うのですけれども、決して情報発信型の説明会を区のほうで何か否定するとか、行ってほしくない

とか、そういったことでは全くございません。 

 それから、現在公表されている落下物対策総合パッケージ、これについては国が落下物ゼロを目指し

ているということで、取り組みとして公表して進めているというものでございますので、委員のご質問、

これで全くゼロにならないのではないかというところでございますが、そうした国の取り組みを注視し

ながら、やはりそれをいかに実行していって、落下物ゼロを目指していただけるかというのは、引き続

き区のほうでも求めていくというところでございます。 

○安藤委員 

 落下物対策のほうですが、ちょっとゼロにこれでなるともならないとも評価がないのですが、これか

ら実行していってゼロを目指すということなのですけれども、この落下物対策総合パッケージは不十分

と区は評価していますよね。ただゼロにするかどうかというのは、ゼロになるかどうかというのは、そ

こまで踏み込んで評価していないにしても、不十分だということはこれまで何度も表明されました。 

 ただ、今言ったように、これを実行していって、ゼロに結局なるのですかということなのですよ。ゼ

ロにいつかなるのですかね。これはこのパッケージの延長でそれを実行していってゼロになるのかどう

か、そこはこの延長線上にゼロというのはあり得るのかというのを、区のお考えをしっかり聞かせてい

ただきたいというのが一つです。 

 情報発信拠点のところもタイミングで折り合いがつかなかったと言いますけれども、川口市もやって

いるのですよね。板橋区も２回、かなり高度が高いところで２回というところで、品川区はまず真っ先

にやらなくてはいけないところなのではないかと思うのですけれども、それがやられていないというの

は、やはりちょっと何なのだと。すごく不自然です。ちょっとタイミングで折り合いがつかないという

のは、よくわからないのですけれども、そういった情報発信拠点を設置しましょう、しませんか、した

いのですけれどもという話が１回もなかったということなのか、そこら辺をお伺いしたいと思います。 

○鈴木都市計画課長 

 パッケージの効果で落下物がゼロになるかというところでございますが、区としてはしっかりゼロに

なるような取り組みを進めていただきたいというところでございます。 

 それから、情報発信拠点につきましては、こうした取り組みを都内で行うということは、区としても

国のほうから全体の計画の中で聞いておりまして、区のほうでも行っていただきたいというのは申し入

れてきてございます。 

 あわせて、常設型の展示、情報発信についても、移動式でない形でもしっかりやっていただきたいと

いうのは、今後も求めていきたいと思ってございます。 

○安藤委員 

 国のほうから品川区に設置しませんかということがあったのかどうかということに関して聞いている

ので、ちょっとそれはあったのか、なかったのかだけでもしっかり後でお答えください。 

 それと、ゼロになるかならないかというのは認めない、明言しないということなのですけれども、そ

れはちょっと私はゼロにはならないと思いますので、そこはしっかりと現実を認識していただきたいと

思います。 

 先日、ルート直下のある町会長と話す機会がありまして、町会長は町会長会議を含むさまざまな場面

で、国に教室型説明会の開催を４回も直接要請をしたと。そうしたら、４回とも検討中、考えますとい
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うふうに言われたということなのですね。このことに象徴されますように、国は品川区民の声に真摯に

応じて丁寧に説明しようという姿勢すら全くないなというのが現状だと思いますし、それはこの陳情に

も書かれているとおりだと思います。 

 教室型説明会を区議会の意見書でも求めて、区も求めてきたと、何度も求めてきたとおっしゃってい

ますが、１回も行われていないし、予定も示されていないということです。ついに、やらないま

ま２０２０年に飛んでしまった、あるいは２０２０年に飛ばす前の国の協議会がありますよね。その協

議会に至る前の東京都の関係連絡会、これはまだこれから開かれると思いますけれども、そういうのが

開かれてしまった場合、つまり、教室型説明会が行われないまま具体化のためのこうした会議体が開か

れてしまった場合、しかも副区長が参加している連絡会が開かれてしまった場合は、区はその場でどの

ような意見を言って、態度表明を行うつもりなのか伺いたいと思います。 

○鈴木都市計画課長 

 情報発信拠点について区が求めたかというところでございますが、国が全体の中で今後情報発信を

やっていくというところに関しては区のほうでも求めたところでございます。 

 それから、区のほうで教室型説明会を求めてきて、このまま１回も開催されないままその連絡会が開

かれた場合というお話でございますが、さきの定例会でもご答弁させていただきましたが、こうした丁

寧な説明が行われないまま、このまま進むようであれば、区としても納得しかねるということを答弁で

申し上げましたが、そういったところでございます。したがいまして、このまま進まないようにしっか

り教室型の説明会を行っていただけるように、ほかの取り組みも含めてしっかりやっていただけるよう

にしっかり求めていきたいというところが区のスタンスでございます。 

○安藤委員 

 スタンスはわかりましたけれども、町会長が４回も要請して、全く進展がないわけですよね。その中

で、このまま開かれないままそういった連絡会が開かれるという可能性はかなり高いですよね。十分あ

り得ると思います。そのときにどうするのかという話を聞いているので、しっかりどういう態度表明を

するのか、納得しかねるというふうに言うということなのですか、ということを伺いたいと思います。 

 あと、冒頭から私が伺っているのは、なかなかうまく伝わらないのですけれども、この発信拠点とい

うのを国が品川区でつくりたいのだけれども、どうですかということを言ってきたことはあったのか、

なかったのか。区が求めていたのかというのを聞いているのではない。それを先ほどから聞いているの

で、国からのそういった具体的な話はあったのですか。情報発信拠点の話です。それを聞いているので、

そこもお答えいただきたい。 

 あと、あわせて、この陳情の中に２１９件という衝撃的な数字があります。落下物はこれまで１０年

間でという話ですとか、全国で８年間に４３７件という話もありましたけれども、最新の国の数字です

と、ここに書いているように、陳情第１２号の本文に書いていますように、約半年間で国際線が多く就

航する７空港で２１９件の航空機の部品脱落があったという報告が最新なのですね。この事実を品川区

は把握しておられるのでしょうか。どのように認識しているのか伺いたいと思います。 

○鈴木都市計画課長 

 先ほどもご答弁申し上げましたが、教室型説明会が開かれないまま、このまま進むようであれば、区

としてはやはり何度も繰り返しますが、納得しているものではございませんので、そのまま進むことが

ないようにしっかり実施について国に求めていきたいというところでございます。 

 それから、情報発信拠点については、関係する各区でこういったことを行っていきたいというふうに
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は伺ってございます。当然ながら、品川区のほうでもそういった機会があれば行っていきたいというと

ころは当初から聞いてございます。 

 それから、報告されている２１９件の落下物については、一つ一つ詳細にその中身について確認とい

うことではございませんが、国のほうでも基本的にいろいろな落下物について、事案について報告する

ようにというところを制度を変えて取り組みを進めてきたと、そういうのは承知してございますし、そ

ういった数、多くの数が報告されているというところは承知してございます。 

○安藤委員 

 情報発信拠点については、つまり国からは具体的に品川区につくりましょうという話はこれまでな

かったということなのですね。ということだと思います。全くそういった話は答弁に出てこないので、

つまり国は一番影響がある、最も説明をしなければいけないところに情報発信拠点をつくりたいという

ことを、この１年間全く言ってこなかったということだと思います。それは本当に由々しき重大な問題

だと思います。国の姿勢をまさに示しているなと思います。 

 それと、教室型説明会が開かれなかったときにどうするのかということについても、全く答えないで

すよね。やはりそのまま進むことがないように求めていきたいということを繰り返すのみで、品川区は

何か将来的にどういう行動をとっていくのかということをここで約束したくないというような姿勢がす

ごく見えて、ちょっと不誠実だなと私は思いますし、少なくとも納得しかねるという答弁をしたのであ

れば、連絡会が開かれた場合にはその場で何か発言をすべきでしょう。そのことについて何も考えがな

いというのは、私はちょっとおかしいなと思います。 

 ２１９件のことについては、先ほど課長から答弁がありましたように、昨年の１１月９日に改定をし

たそうです。国際航空機の運航に必要な情報を掲載する航空路誌、これの改訂を行って、国際便が多く

就航する七つの空港を離着陸する航空機に部品欠落が発生した場合に、外国航空会社を含む全ての航空

会社等から情報を求めるというふうになりました。その結果がこれで、この期間、１１月９日から５

月３１日までだと、２０３日間だと思うのですね。それで２１９件ということなので、７空港に限って

も、１日１個以上どこかに部品が落ちているという計算になると思います。もはや部品は落ちるという

のが飛行機の運航にはつきものだということが証明されたようなものだと思います。それであるならば、

これから密集市街地の上を飛ばしてはいけないと思うのですけれども、それこそ人命が失われる危険が

あることを知りながら、それに目をつぶるということになるのではないのか伺いたいと思います。 

○鈴木都市計画課長 

 委員のおっしゃるとおり落下物はあってはならない事象でございます。国についてもそうしたことが

ないようにゼロを目指すという形で落下物パッケージ、これまで各航空会社に任せていたものをより厳

しくということで取り組みを開始した、開始といいますか、今パブリックコメントなんかも経て、今後

取り組みをさらに進めていくというところでございますので、区としてもそういった取り組みをしっか

り行っていただけるように求めていくというところでございます。 

○安藤委員 

 今回首都圏の上を飛ばすという計画を持ち出したために、今まで以上に航空機からの落下物の実態を

きちんと把握するようになったという中で、実態は国が最初に示していたような生やさしいものではな

く、毎日のように落下物が出ているということでした。なので、やはり私はこういったことを市街地の

ほうに持ってくるというのは絶対これは言語道断だし、それをやめる、海上ルートを維持するというこ

とが最大のやはり人命を守る対策だと思います。 
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 落下物はゼロにはできないけれども、その危険性をいたずらに拡大、肥大化させないという対策はや

はり海上ルートを守らせて、この都心ルートは絶対だめだということが最大の安全対策だと思いますけ

れども、ちょっと長くなってしまったので一旦ここでやめますけれども、いかがでしょうかということ

だけ聞きたいです。 

○鈴木都市計画課長 

 落下物の報告が国のほうにされているというところも承知してございますし、当然ながら市街地上空

を飛ぶに当たって、そういった事案が起きないこと、ゼロにしていただくことというのは、本当に大事

なことでございます。国のほうでもそうした意味で新ルート案の実施に当たって、そうしたことが起き

ないようにゼロを目指す案を今進めているところでございますので、区としても、繰り返しになります

が、そうした取り組みをしっかり求めて実施していただくように強く求めていきたいというところでご

ざいます。 

○筒井委員 

 先日この陳情でも出ている八潮団地のほうで区民まつりが行われましたけれども、そこも人がたくさ

ん、大勢集まっておりました。今回、このルートが実現してしまったら、ああいった区民まつりとか、

大勢人が集まっているところの上に飛行機が飛んで、落下物が落ちる可能性があるということを考えれ

ば、非常に恐ろしいイメージ、感じを持ちました。 

 また、私の地元の近くの天王洲公園でも、この間ブラインドサッカーのイベントとかがありましたけ

れども、あそこの上もまさにルート直下の場所でして、本当にこの新飛行ルートが実現してしまったら、

よりたくさんの人が集まっているところに落下物が落ちかねない。また、騒音という煩わしさというの

もあるので、一刻も早く何とかしなくてはいけないと考えております。 

 先ほどからご答弁がありましたとおり、区は納得しかねるというご答弁を最近繰り返し述べられてい

ると思うのですけれども、納得しかねる場合は、どう区は行動をとっていくのでしょうか。まず、その

納得しかねるという意味と、その場合の具体的行動はどのように行うのかをお聞かせください。 

○鈴木都市計画課長 

 このまま進むようであれば納得しかねると、その内容でございますが、今例えばこの飛行時間帯の部

分が納得しかねるとか、このルート、この飛ぶ、この路線のところが納得しかねるとか、回数が納得し

かねるとか、そういったところを具体的にお話しするときではなくて、区民の方がしっかり理解してい

ただけるように教室型の説明会を強く求めて、その実施をしていただいて、丁寧な説明をしていただく

というところでございますので、何か具体的にこの部分がというところは今の段階ではございません。 

○筒井委員 

 何かちょっとよくわからないのですけれども。要は、教室型説明会を開かない場合は納得しかねると

いうことなのですね。私が聞いているのは、納得しかねるという場合は、どう区として具体的行動を

とっていくのでしょうかということをお聞きしているのですが。 

○鈴木都市計画課長 

 具体的な中身はいろいろだと思うのですけれども、そのルート案の見直しですとか、あるいは時間の

短縮ですとか、回数の減ですとか、どういった場において、そういった行動をとっていくかについては、

さまざまだと思います。 

 それはそのときにしっかり考えていかなければならないというところでございますが、ルート全体、

この計画案全体について白紙撤回を目指すとか、そういったことではなくて、中身を含めてそのときに
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しっかり考えていきたいというところでございます。 

○筒井委員 

 納得しかねるというのは、私は区の頼もしいご答弁かなと思ったのですけれども、意味がかなり幅広

くて、回数を減らすだけとかという可能性もある。やはり、私は今述べたとおり、納得しかねる、イ

コール撤回を求める、またルートの見直しを求めるものだと思っていたので、ちょっと不十分かなと思

うのですけれども、本当に区はそういった態度でよろしいのでしょうか。 

○鈴木都市計画課長 

 当然ながら、このまま進めば、私のちょっと答弁が悪いかもしれませんが、例えば見直しも含めて

しっかり求めていくというところでございます。 

○筒井委員 

 ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 国土交通省が教室型説明会よりオープンハウス型説明会のほうがよいという評価をされているのです

けれども、結果区民の参加者が約３,４００名しかいないということで、これは数字上明らかにオープ

ンハウス型説明会というのは区民への周知効果という点で非常に効果が薄い。ほぼないと考えているの

ですけれども、区として、このオープンハウス型説明会を行った結果、参加者が３,４００名しかいな

かったということについて、どう評価しているのでしょうか。 

○鈴木都市計画課長 

 オープンハウス型説明会の評価についてでございますが、そのやり方、中身の評価についてはやはり

時間を限定せずに一定程度、例えば１日あるいは２日丸々どなたでも来ていただいて、そこに職員の方、

国の方がいて、いろいろなご質問についてお答えするというところで見れば、評価はいろいろかもしれ

ませんが、一定の成果はあったのではないかと思います。ほかのオープンハウス型の説明会の事例、他

区の事例を見ても、大崎で行われた説明会については非常に参加人数が多いというところもございます

ので、一定は評価してございますが、そのやり方だけで本当に区としてはいいというふうには思ってい

ませんので、あわせて教室型について、あるいは常設型の情報発信ブースについての設置を強く求めて

きているというところでございます。 

○筒井委員 

 そのやり方、内容についてはいい面もあると思うのですけれども、結局結果として３,４００名しか

参加していないということで、これは周知効果はほとんどないということが明らかだと思いますので、

ぜひ教室型説明会もやっていただきたいのですけれども、教室型説明会なのですけれども、それもやは

り今回八潮団地のほうで陳情が出ていますけれども、飛行ルートの通る地域の主要な場所で、要はルー

ト下の主要な地域全てで教室型説明会をやっていくべきだと考えるのですけれども、その点、いかがお

考えなのでしょうか。 

 また、情報発信拠点の設置を求めていくというご答弁がありましたけれども、前回の７月２日の委員

会が終わってから、さんざん情報発信拠点というお話が出たにもかかわらず、なぜか２０日に北区で情

報発信拠点を開設しているということで、本当に国はやる気があるのかと、本当に疑問視せざるを得な

いと考えているのですけれども、情報発信拠点、これをいち早く求めていただきたいのですけれども、

この点、先ほどの繰り返しになるかもしれませんが、具体的にどのように求めていくのか、ご答弁をお

願いします。 

○鈴木都市計画課長 
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 教室型説明会の実施の場所でございますが、委員ご指摘のとおりよりご心配されている、あるいは影

響の強い地域、飛行ルートの直下で効果的に行うよう求めていきたいというところでございます。 

 それから、情報発信拠点についても早急に実施していただくように求めていきたいというところでご

ざいます。 

○筒井委員 

 ぜひよろしくお願いします。お願いしたいところなのですけれども、さんざん羽田の新飛行ルート問

題が出るたびに、こうして委員会、議会で説明会の実施を求めて、区のご答弁も求めてまいりますとい

うところなのですけれども、具体的にどのように国、国土交通省に対して求めているのでしょうか。 

 気になるのは、その点、国土交通省の回答はどのような内容で来ているのでしょうか。さんざん求め

てまいりますということなのですけれども、求めて、国土交通省のそのたびごとの回答はどのように

なっているのか非常に気になるところなので、その点、お知らせください。 

○鈴木都市計画課長 

 教室型説明会の実施については、東京都が仕切っております部長級の関係都市が出席している会がご

ざいまして、そういったところでも、品川区もそうですが、ほかの区からも教室型説明会の実施につい

ての要望はさせていただいてございます。そのときの国のほうの回答ですが、私が最初冒頭で申し上げ

たように、まずはオープンハウス型の説明会をというところでございましたが、最近やはりそういった

声も大きいことから、地域の実情に応じてしっかり教室型についても検討していきたいということはい

ただいてございますので、今後具体的な実施に向けて、より具体的な詰めをしていきたいというところ

でございます。 

○筒井委員 

 その会議はいつ開かれたのでしょうか。 

○鈴木都市計画課長 

 直近では、ちょっとすみません、記憶ですが、５月ぐらいだったと思います。 

○筒井委員 

 ５月から２カ月以上たっているわけですけれども、教室型説明会を検討するということで、一切回答

がない、具体的に区へこういう日程で行いたいという連絡はなかったのですか。 

○鈴木都市計画課長 

 担当レベルで第５フェーズのオープンハウス型の説明会を計画しているという話の中で、区のほうか

らも教室型の説明会の実施についてお話ししまして、国のほうでも前向きに検討したいというところの

回答はいただいてございます。 

○筒井委員 

 前向きに検討、もはやあまり時間がないので、いち早く具体的行動をとっていただきたいのですけれ

ども、国土交通省に対しては非常に不信感を抱いております。前回の委員会で何もやっていただけなけ

れば納得できない、しっかり伝えていくということだったのですけれども、これは７月２日の委員会な

のですけれども、その後課長としては今の状況は納得できないような状況だということはお伝えしたの

でしょうか。 

○鈴木都市計画課長 

 前回の建設委員会以降、国の方と担当者レベルの打ち合わせをしてございます。その中で、区の考え

方はしっかりお伝えしてございます。 



－10－ 

○筒井委員 

 その国側の態度というか、その辺についての回答というのはあったのでしょうか。 

○鈴木都市計画課長 

 しっかり実施に向けて検討したいというところでございました。 

○筒井委員 

 検討、検討ということばかりで、本当にやっていただけるかどうかというのは、かなり疑わしい状況

だと考えているのですけれども、オリンピック・パラリンピックまであとわずかで、オリンピック・パ

ラリンピックのほうはマスコットキャラクターの名前まで決まって、徐々に具体的に進んでいると考え

ておりますけれども、この新飛行ルートがそもそも一つの目標としているのは、オリンピック・パラリ

ンピックだと思います。思いますというか、それが事実だと思っているのですけれども、とすると、あ

の新飛行ルートを実際実施するとしても、オリンピック・パラリンピックの前の年の末ぐらいには具体

化して、いつでも飛ばせるような状況におそらくなっていないとたぶん物理的にこの飛行ルートという

のは成立しないと思うのです。 

 それを考えると、もはや今日の時点で約１年ちょっとしかないと思います。今までの国土交通省に区

議会や区が求めていろいろ要求しているにもかかわらず、何ら具体的な行動を示していない、国土交通

省の今までの態度を踏まえると、住民の同意を得る気があるのかと、本当に怒りを禁じ得ない状態です。 

 そして、教室型説明会と情報発信拠点をたとえ国土交通省が設置したとしても、そこからやはりそれ

を区民の方が参加して、ご自身でそれを理解して納得するという時間を考えれば、これは１年ちょっと

しかないので、それは到底物理的に間に合わないと考えております。ぎりぎりになって教室型説明会を

例えば２０１９年の末ぐらいにやる、常設の情報発信拠点を２０１９年末ぐらいにやるとしても、それ

はあくまでも形式的にやったというだけに過ぎず、区民の本当の理解、同意に達するには、余りにも時

間が少な過ぎると考えております。 

 ですから、今までの国土交通省の態度を踏まえれば、いくら教室型説明会、情報発信拠点の設置、こ

れをやるか、全くやらない可能性も高いのですけれども、仮にやったとしても、もはや間に合わない時

間だと考えておりますので、この陳情にあるとおり住民の理解を得られない、同意を得られない状況だ

と思っていますので、今課長からご答弁をいただいたように、納得できないということを国の担当の人

にお話ししているということなのですけれども、区としてはこういう状況ですと、新飛行ルートの見直

しを強く求めていくと、そういった交渉段階にあるのではないのかと、交渉の一つの話として、攻め方

としてこういった行動をとるべきだと考えているのですけれども、その点いかがお考えなのでしょうか。 

○鈴木都市計画課長 

 お話しいただいたように、実際直前になって教室型の説明会をしましたというのは、それはあり得な

い話でございますので、本当に早急にそうした場を設けていただいて、区民の方に内容を知っていただ

くという場について強く求めていきたいというところでございます。今はまず本当にそういうことを

しっかりやっていきたいというところでございます。 

○筒井委員 

 話し合い、交渉の中身として、品川区もこのような状況ですと、新飛行ルートの見直し撤回を求めて

いきますということは一つ交渉方法として有効かなと思っているのですけれども、今のようにまだその

時点ではないということで、どんどん話を進めていくと、時間がなくなってしまいますので、ぜひ交渉

や話し合いの場の中身の一つとして新飛行ルートの見直し、撤回というのを、このままだと区は求めざ
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るを得ませんよということを一つおっしゃったほうがいいのかなと思っていますけれども、その点いか

がでしょうか。 

○鈴木都市計画課長 

 担当レベルでそういった交渉を進めるに当たっては、今おっしゃった区の基本的な考え方というのを

しっかり伝えて、その実施を強く求めていきたいというところでございます。 

○西本委員 

 この陳情の中身で確認を幾つかします。第１３号のところに書いてあります十何行目ですが、「八潮

団地に入居当時の騒音や威圧感から解放され、やっと静かになったのに」というくだりがあります。こ

れはどういうことがあったのかおわかりになっている経緯があれば教えてください。 

 それから、第１２号の中に教室型の説明会についての記載があるのですが、これも品川区としても求

めているということですが、教室型だとどういうメリットがあって、どういう結果が出てくるものだと

思っていられるのかということをお伺いします。 

 そして、落下物対策総合パッケージとありますけれども、これで落下物ゼロにはまずならないですよ

ね。中身を見ても、これはもちろんゼロになっていただくということは必要なことだと思いますけれど

も、これは物理的に無理ですね。はっきり申し上げると。その中において、どういう受けとめ方をされ

ているのかということ。 

 それと、スケジュール感です。２０２０年という形になっておりますので、今も議論がありましたけ

れども、２年もありません。その中で、国土交通省に求めるということはわかりますが、品川区として

のスケジュール感をどうされるのか、ある程度考え方があるかと思うのですが、国土交通省と交渉する

中で、国土交通省が２０２０年に飛ばすと言っているわけですから、品川区もそれに対しての区のスケ

ジュール感というのがあると思うのですね。例えば、教室型はいつまでに行って、住民の方々にどのよ

うに告知をして、その意見をどう集約していくのか、教室型の説明会をすればいいだけではないと思う

のですよね。品川区としての考え方を求めていかなければならない時期なのではないでしょうか。それ

に対して、区はどういうふうに考えているのでしょうか。このまま国土交通省に求める、求める、これ

は聞き飽きました。なので、品川区としての考え方をいつまとめられるのかというのを具体的に示して

いただきたいと思うのですが、いかがですか。 

○鈴木都市計画課長 

 まず陳情の中にございます八潮団地の入居当時の騒音や威圧感から解放されたというところにつきま

しては、昭和４０年代、５０年代に羽田空港の機能が沖合移転していく過程でのお話だと思います。当

時は、飛行ルートはもう少し品川区の内陸部に寄った形でございまして、飛行ルートとしてはモノレー

ルの外側を飛んでいたのですけれども、より八潮に近いところを飛んでいたというところで、それがそ

の後沖合に移転されて、そうした騒音ですとかが軽減されたというところを指していらっしゃるのだと

思います。 

 それから、教室型説明会の効果ですが、オープンハウス型は先ほどご説明しましたように、１日いろ

いろな方に来ていただいて、その中で対応するというところの利点はございます。一方で、教室型につ

いては、しっかり周辺の方にいつ説明を行いますのでお集まりくださいという形で、そうしたところを

しっかり聞きたいという方々がお集まりいただいて、まとまった形で質疑が行われるかというところが

あろうかと思います。ある意味、そこにお集まりになった方が、ほかの区民の方がどういった考えをし

ているのかというのをある程度その場でお感じになっていただけるのかなと。オープンハウス型は１
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対１になりますので、ここに来ていただいた方の、ほかの方はどういった考え方だったのですかという

ところはお感じいただけないのかもしれませんが、教室型はそうした形の部分で、一定数の方にお集ま

りいただいて、そうしたところを感じていただけるのかなというところでございます。 

 それから、落下物につきましては、やはり非常に今落下物がありますよという報告が国のほうになさ

れていまして、先ほど申し上げたとおり取り組みとしては進んでいるとは思いますが、これが本当にゼ

ロになるのでしょうかというところは当然我々も思っているところでございまして、だからといってゼ

ロにならないので、今もう終わりですねということではなくて、しっかり国も今進めていくということ

を申していますので、その中身をしっかり見ていく、中身といいますか、取り組みを強く求めていきた

いというところでございます。 

 求める、求めるで、区としての考え方、そのスケジュール感でございますが、やはり教室型説明会、

丁寧な説明会、あるいは常設型の情報発信ブース等については、早急にイメージとしては今年中にしっ

かりやっていただけるように私としては強く求めていきたいというところでございます。 

○西本委員 

 八潮団地のところについては、沖合だったものが変更になったと、これはどういう理由で、どういう

経緯があったのかということが、きっかけとなっているものがあれば、ちょっとわかっていれば教えて

ください。 

 それと、落下物ゼロ、当然落下物ゼロは、今でも飛行機は飛んでいるわけですから、当然取り組んで

いただきたいという思いがありますけれども、現実的な話をすると、ゼロにはならないのですよ、今の

現状として。どんな技術を開発したとしても、何かしらは落ちるのですよ。物理的なことを考えると当

たり前なのですよね。なので、あと頻度の問題があると思いますよ、確率ですよね。たくさん飛べば、

それだけ危険にさらされるわけですよね。そういう状況の中において、品川区として品川区民の方々は

危険にさらされるという現状があるわけですよ。その危険にさらされるということに対して、国土交通

省に対して毅然とした態度をとるべきではないのでしょうか。 

 ゼロにはならないですよ。期待はわかります、期待ですから。私も期待したいです。世界中で飛行機

は飛んでいるわけですから、落下物、ゼロになってくれたら、それはありがたいですよ。でも、現実的

にたくさん落ちていますよね。１分半間隔で飛ぶということで確率の問題が出てくるわけですよね。そ

うなった場合に、区民の方々が危険にさらされる機会というものは増えてしまうということです。それ

に対して、品川区としてどういう態度をとっていくのですか。区の対応、もうそろそろ、あと２年もな

いので、品川区としての考え方というのをしっかり示していかなければいけなのではないかなと思うの

です。年内中に教室型をして、それで区民の方々の状況を知らせていくということも必要かと思います。

当然早急にやっていただきたいのですが、やはり説明会というものも、国土交通省だけに任せるのでは

なくて、教室型なので、今いろいろやっていますよね、教室型。何月何日に説明会がありますよ、来て

ください、だけですよ。もちろんそれで知らない人は、すみません、もう説明会は終わってしまいまし

た、ということで、そういうことではなくて、やはり品川区として、皆さん、こういう状況にあります、

だから考えてくださいというぐらい、ちゃんとメリットもデメリットも含めて、危険性も含めて、やは

りホームページもこういうニュースレターがありますから見てくださいだけではなくて、品川区独自の

発信として、みんなで考えていきましょう、品川区の皆さん、考えていきましょうという形の情報発信

はできないものなのかなと思うのです。国の返答を待っていたりとかという問題ではないのですよ、あ

と２年もないわけですから。そこの危機感を私はちょっと感じられないのですよね。今の答弁の中でも。
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それをどう考えますか。 

○鈴木都市計画課長 

 まず、羽田空港の当時の沖合移転の話ですけれども、当時、昭和４０年代後半に東京都が今の沖合の

埋立地を将来公園として使いたいという計画を立てたときに、国のほうが、その部分について羽田空港

の機能強化に使いたいと、品川区寄りの機能をそのままにして、沖合のほうにさらに機能を広げていき

たいという計画の発表がありまして、それを当時品川区あるいは大田区、あるいは関係区が機能強化で

はなくて、機能を沖合に移転することを求めるという一連の流れの中で、さまざまな協議が行われる中

で、機能強化ではなくて、沖合のほうに機能を持っていったというところが当時の流れでございます。 

 それから、落下物ゼロについては、本当に委員ご指摘のとおり、ほかの方もご発言いただいておりま

すが、やはり落下物ゼロというのは、なかなか非常に難しいことだと思います。その中で、やはり今国

が取り組みを進めているところを区としてもしっかり注視して、その取り組みを強く求めていきたいと

いうところが今の区のスタンスでございます。 

 それから、区がみずからというところでございますが、やはり羽田の新ルート案、機能強化案につき

ましては、やはりこれは国の施策でございまして、メリット、デメリットですとか、あるいは危険性あ

るいは騒音の問題等についてしっかり説明する責任は国にございまして、当然国がしっかりしていただ

くというところでございますが、例えば教室型説明会の実施の周知の仕方ですとか、それは広くしっか

り区民に知っていただかなければいけないというところはございますから、その周知まで国がしっかり

やってくださいね、ではなくて、そこはしっかり協力させていただきながら進めていきたいというとこ

ろでございます。 

○西本委員 

 最後にいたします。やはり、国の考え方というのは当然あると思います。日本という国をどうしてい

くのかという、経済状況も世界に対してのいろいろな考え方があると思うのですね。ただ、私たちは生

活している、品川区民の人たちはここで生活をしている。そこに対して危険性が及んでいるということ

に対して、国の考え方はあるにせよ、私たちは品川区民の人たちの命を守っていくということを最低限

していかなければいけないのではないでしょうか。なので、これに関しては、やはり国策であっても、

品川区の区民の人たちが賛同しない、品川区の区民の人たちの総意として賛同しないという結論だった

ときに、品川区はどういう対応をされるのか、あとは国土交通省としてどういった対応をされようとし

ているのか、予測になると思いますけれども、それに対して。 

○鈴木都市計画課長 

 国のほうで区民の方、住民の方にしっかりこの計画の中身をご説明いただいて、理解いただくという

ところがやはり重要でございます。結果として区民の受けとめ方等について国がどう考えていくかと、

国のほうも地域の方の理解を得てというところを申しておりますので、そこはしっかり理解していただ

けるように説明を区としても強く求めていくというところが今の基本的な考え方でございます。 

○安藤委員 

 この陳情ですけれども、区長が見直しの交渉を直ちに始めてほしいということも出ているわけですが、

百歩譲ってやるかやらないかの判断を仮に置いておいたとしても、品川区長が、品川区がこのルート見

直しの要請を国に行うということの意味というのですかね、その重さというのはどのように考えている

のか伺いたいと思います。それが１点です。 

 もう一つは、先ほどの質疑の中で、納得いかないと、納得いくものではないというような本会議での
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答弁の、区の答弁についてのやりとりがありまして、このまま進めば見直し案を含めて求めていくと、

課長がおっしゃいましたけれども、何かあたかも区が相手の出方によっては対応を変えますよみたいな、

そういう感じの答弁だったのですけれども、私たちは、区長はそういう立場に立つべきだと思っていま

すが、事実として国策だから甘受しますということを区長が国土交通省に出かけていって言っているわ

けですよね。容認、国策だから甘んじて受け入れます、容認を表明したのに、こういう見直し案を含め

て求めていくというのは、それはちょっと正直信頼ができないといいますか、何なのですかというか、

見直し、方針を区が変える、あのときの容認というのは、容認したというのを変えるということなので

すか。ちょっと伺いたい。 

○鈴木都市計画課長 

 これまでも委員会等の中でお話しさせていただきましたが、国の新ルート案について品川区がこの新

ルート案自体を容認とか認めますとか、そういったことは一切示してございません。区が一定理解を示

すというのは、やはりこれから世界とのつながり、あるいは地方都市とのつながりを国として考えたと

きに、そうした羽田の機能強化を行っていかなければいけないというところについては、一定理解を示

すというところは、これまでも答弁させていただきましたが、新ルート案自体について、品川区は賛成

ですよとか容認しますというところは示してございませんし、委員会の中でもそうしたご答弁をさせて

いただいてきたというところでございますので、何か方針を変えたとか、そういったところは全くなく

て、今はしっかり計画の内容を区民の方にご理解いただく、あるいは中身を知っていただくというとこ

ろを国に求めていくというところでございます。 

 冒頭、区長がルート案の見直しを表明することの意味というご質問をいただきましたが、今の区の考

え方は区民の方にしっかりご理解いただけるように丁寧な説明をしていただけるように求めているとこ

ろでございますので、そうしたところを今後も行っていきたいというところでございます。 

○安藤委員 

 区が表明することの意味についてはお答えにならないのですけれども、重大な意味を持つからとても

答えられないということが私は率直なところなのではないかと思うのですけれども、このまま進めば見

直し案も含めて求めていくと言ったのは、この委員会での課長の答弁なので、では区が見直し案を含め

て求めていくということの意味ですよね。その意味というのはどのように感じているのですかと伺った

ので、それはちょっとお答えしていただきたいと思います。 

 国策だから甘受というところでは、そちらについては再三繰り返しておりますように、品川区が理解

を示したのは新ルートではないと、あくまで機能強化だという話ですが、事の経過を辿ってみますと、

最初の最初から品川区と国との直接交渉、公式な交渉は５回あるのですけれども、そのうちの最初、１

回目が区役所に国が来たのは、例の機能強化技術検討小委員会で、新ルートの都心ルートを取りまとめ

たその直後の８月１４日に来ているのですけれども、それは何で来たかというと、首都圏空港機能強化

の具体化に向けた協議会というのがあるのですが、その事前説明で来ているのですね。ここで、最初か

ら国というのは、機能強化一般的な説明をしに来たわけではなく、品川区に対して、品川区の上を通る

新ルートの説明をしてきたということなのですよ。 

 実際に１回目の交渉では、区長から区民の不安の払拭につながるような対応を考えてほしいという意

見があったと共産党が入手した国のメモに書いていますけれども、不安の払拭につながるような対応を

考えてほしいと区長が言うということは、これは機能強化一般についての説明を受けたわけではなくて、

現実に品川区の上を通るルートを示されたから区民が不安に感じるだろうと、だから払拭につながる対
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応を考えてほしいと言っているわけで、何度も区議会で、議会で区は打ち消しますけれども、やはり品

川区は新ルート計画の容認表明をしていると。それは機能強化一般ではなく、新ルートについて現区長

が容認表明をしているということは、これは客観的な事実だと思います。だからこそ、事務次官も、ご

理解に対して感謝と述べているわけですね。ですから、これはちょっといくらそういうふうにおっ

しゃっても、こうしたことは許されないし、容認表明などはあってはならないし、そういうことをやっ

た区というのは、考えを変えなくてはいけない。だからこそ、このまま進めば見直し案も含めて求めて

いくというふうに表明がちょっとあったもので、それをもう少し聞きたいと思っているわけです。 

 このまま進めば、見直し案も含めて求めていくというのはどういう意味なのですか。見直し案もとい

うのは、どういう見直し案なのですか。このまま進めばというのは、一体どういうことですか。ちょっ

とそこら辺についてもう少し説明いただきたいと思います。 

○鈴木都市計画課長 

 先ほど私のほうでご答弁申し上げました、さきの定例会でも答弁しましたが、やはり、国のほうが教

室型の説明会ですとか、あるいはより地域に密着した説明の手法をとらないということでこのままいく

ということであれば、やはり私が先ほど申し上げましたが、新ルート案の見直しというところは、今担

当者レベルでその実施について調整を行っていますが、そうしたこともしっかり考えていかなければい

けませんよ、いきますよというところは、私の職責としてお話し差し上げているところでございます。 

 それから、新ルート案、先ほど委員のほうからご発言がありましたが、これはこれまでもお話しして

いますが、国の方と区長、あるいは我々も、あるいは部長を含めて国の方とそうした場を、説明を受け

る場がございます。それは国の機能強化、新ルート案の説明も受けてございます。それは、それを容認

した上で何かデメリットを軽減するとか、そういったことではなくて、説明を受けた中で、やはりそれ

はしっかり区民へ丁寧に説明してくださいと、それから落下物に対しての取り組みもしっかり行ってく

ださい。それから、騒音対策についてもしっかり取り組んでくださいというところを申し上げたところ

でございまして、その新ルート案を容認したからそういう発言をしたとかではなくて、その説明を受け

た際、そうした取り組みをしっかり進めていただきたいというところを申したところでございます。 

 見直しにつきましては、例えば飛ぶところの見直しだとか回数の見直しだとか、それは私が先ほど申

し上げたとおり、いろいろな見直しの中身があると思いますが、全くこのまま進めていいですよという

ところではなくて、説明会が開かれなければ、そうした見直しを求めていくというところでございます。

今それが具体的に何かというところではございません。 

○安藤委員 

 その見直しというのが、回数とかルート案であるのかどうかということは重要なことだと思うのです

よ。そこまで、場合によっては求めますよ。ただ、場合によってはの意味が、このまま進めばというと

ころが非常に私はトーンダウンしている気がする。といいますのは、今回かなり教室型説明会について

質疑もしましたけれども、かなり期限を切った時期まで明言して、課長が職責を賭してみたいな話も聞

きました。結構踏み込んでいるのですよね。ですから、このまま進めばというのは、教室型説明会の開

催をもって、丁寧な説明に誠意が見られた。では、許してやるかというふうになってはいけないと思う

のですよ。 

 もう一つ、落下物対策についてですけれども、不十分だというふうに繰り返しありますけれども、実

は品川区と国の直接正式な交渉の最新は、これ以降もしかしたらあったかもしれないですけれども、昨

年度までの最新は、今年の２月２３日金曜日の１時半から２時なのですけれども、これも共産党が国会
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議員団事務所を通して入手した記録で、国が出したのですよ。これは落下物対策の検討状況等を説明し

て、そういう説明をしにきたのです。国も節目、節目の大事なところには、必ず品川区にやってきてい

るのですよね。それは影響が大きいからだと思うのですけど。 

 そこで、この２月２３日にこういうのがあって、その直後３月末にパッケージが出された。事実上、

パッケージの説明をしに来たということなのですよね。そこで、では区長は何を言ったのですかという

と、デメリットを少しでも軽減するよう施策を検討していただきたいとの発言があったと書いてありま

すけれども、この期に及んでも、区長はデメリットを少しでも減らしてほしいということしか言ってい

ないということなのですよね。では、デメリットを少しでも減らせばいいのか。降ってくる落下

物１００個を９０個にして、それでいいのか。１個でも落ちれば、密集市街地だったら人命にかかわる

という話が再三出されていますけれども、ところが、区長はデメリットを少しでも軽減するようにとし

か言っていないわけですよ。これは逆に言うと、デメリットを減らせば、新ルートはいいですよと容認

表明しているのとほとんど同義ですよね。 

 ですから、私がちょっと伺いたいのは、教室型説明会をやることをもって、このまま進めばというこ

とを丁寧な説明をしたというふうに判断してはだめだし、あとデメリット、このまま進めばという中身

は、デメリットを少しでも軽減するよう施策を検討していただきたいという、この少しでも軽減されれ

ば見直しなんて言わない、そういう意味なのですか、というのを聞きたかったのです。 

○鈴木都市計画課長 

 先ほどからご答弁申し上げていますが、まず教室型の説明会が行われていないというところ、それか

ら区のほうで今情報発信拠点を実施していただきたいというところで、そうしたところを実施していた

だいて、区民の方に知っていただくと、理解をいただくというところを今強く求めているところでござ

いますので、そうしたところが実施されなければというところでございます。 

 それから、あわせて先日の委員会の中でご答弁申し上げましたが、落下物対策については、ああした

パッケージが公表されていますが、それをいかに実施していくかというところについて国のほうに今求

めているところでございます。 

 ご質問いただいた、どのような内容で納得するかというところでございますが、今申し上げたとおり

説明とその対策についてというところでございます。２月のこの説明の話もございましたが、本年２月

のところもございましたが、デメリットの軽減について強く求めていくというところにつきましては、

これも何度も申し上げておりますように、品川区区民にとって、この新ルート案のデメリットはまさし

く騒音と、それから落下物の危険性があるというところでございますので、これを減らして、騒音のほ

うは軽減していただきたいと、落下物に対してはゼロを目指していただきたいという内容について、そ

のときその場で申し上げたというところでございます。 

○たけうち委員長 

 陳情審査に直接かかわる内容を中心にして、それ以外のものは極力、時間も時間ですのでまとめてい

ただけますか。 

○安藤委員 

 やはり、これは区長に見直しを直ちに国に求めてほしいという陳情ですので、区長が今とっているよ

うな態度、デメリットを少しでも軽減するようにもっとやってほしいというようなことを述べるにとど

まり、事実上計画を容認している。そして、区長が見直しということを言えば、大きな影響があるにも

かかわらず、そのことはかたくなに言おうとしない、という区長では、私は区民は許さないと思うので
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すね。ですから、私は先ほどからも２０２０年まであと少しと、わずかということもありました。教室

型説明会をやるのは結構でしょうけれども、それをもって丁寧な説明とはもちろんなりませんし、危険

性がいささかも変わるものではありません。この計画をしっかりと中止にすると、そういう区政にやは

り変えていかなければいけないと思っていますし、そのために区議会は何ができるかというのは非常に

重要なので、この陳情は即刻採択をして、区議会からもそういった区政の誕生に向けて後押しをすべき

だというふうに思います。 

○たけうち委員長 

 ほかに。では、手短にお願いします。 

○筒井委員 

 まさに区長が新飛行ルートの見直しを国に対し交渉すると、これは今回この問題について区長の本気

度を示す試金石だと考えております。今納得しかねるの意味がかなり幅広かったのですけれども、納得

しかねる場合は、見直ししかない、回数を減らすとか、そういう問題ではなくて、ゼロか１００でやは

り見直しの判断をしなくてはいけないと考えております。 

 それで、また、教室型説明会、そして情報発信拠点を設置しただけでは、これは納得する状況と判断

すべきではないと考えております。教室型説明会と情報発信拠点の設置をして、そこから区民の同意が

あったかどうかということをしっかり判断しなければいけないと考えております。区民がどう納得した

か、同意を得られたのかという判断はどうやってやるのかということと、やはり直ちに区長としては見

直しをすること、直ちに交渉するべきだと考えておりますけれども、いかがでしょうか、お聞かせくだ

さい。 

○鈴木都市計画課長 

 国のほうが新ルート案の実施については地域の理解を得るというところでございます。その説明、教

室型説明会あるいは情報発信ブースを実施していただいて、その中でしっかりご説明をしていただいて、

ご理解をいただくというところで、どうなったら区民が理解したのかというところ等々あろうかと思い

ますが、それは教室型の説明会での意見の出方ですとか、そうしたところを国がどう地域の方にご理解

いただいたかというところを国のほうでしっかり判断していただくというところかなというところでご

ざいます。 

 区長がこの撤回を求める、見直しを求めるとかという話でございますが、先ほど来申し上げていると

おり今区のほうでは丁寧な説明、しっかりした説明を国のほうに求めているというところをしっかり

行ってきたところでございます。 

○たけうち委員長 

 ほかにご質疑はございますか。 

 それでは、ご発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

 それではまず、平成３０年陳情第１２号の取り扱いについて、ご意見を伺いたいと思います。 

 継続にする、あるいは結論を出す、どちらかご発言願います。また、結論を出すのであれば、その結

論においてもご発言ください。 

 それでは、自民党・子ども未来からお願いいたします。 

○大沢委員 

 自民党・子ども未来は継続でお願いします。 

○あくつ委員 
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 継続でお願いいたします。 

○安藤委員 

 本日結論を出すで、採択です。やはり必要な今緊急に求められていることだと思いますので、採択。 

○松永副委員長 

 私たちの会派では、本日結論を出すで、陳情第１２号に関しては趣旨採択とさせていただきます。 

 我が会派としては、まず新飛行ルートを見直す前に、区民への周知を先にやるべきであると考えてお

ります。地域の声では、新飛行ルートについてよく知らない、知らされていない、落下物や騒音につい

てもわからないとの声をよく耳にします。国としても、今年３月に落下物の総合パッケージが発表され

ておりますが、まだまだ区民に対し周知ができていない段階です。我が会派としては、早急に区民への

周知が必要であると考え、また今後も国に対して周知や丁寧な説明を行うよう引き続き求めていきたい

と思います。 

 この陳情にある新飛行ルートの見直しについては現状で判断できませんが、この陳情を出された方々

のお気持ちはわかりますので、今回のこの第１２号に関しては趣旨採択とさせていただきます。 

○西本委員 

 前回の委員会の中でも、羽田に関しての請願審査のときも継続という形で申し上げました。それは今

回も同様に継続という形で、当委員会の中でしっかりと議論を進めていただきたいというふうに思って

おります。特に教室型を年内にというお話もありましたし、やはり品川区としての考え方というものを

もっと突き詰めて議論を当委員会の中でしていくべきではないかというふうに考えております。 

○筒井委員 

 本日結論を出すでお願いします。本気でこの問題を考えているならば、交渉の中で新飛行ルートの見

直しというのは当たり前のように言うべきことであって、私としては採択とさせていただきます。 

○たけうち委員長 

 それぞれありがとうございました。 

 本日のところは、継続にするというご意見と結論を出すというご意見に分かれましたので、まずこの

件を挙手により採決いたします。 

 それでは、平成３０年陳情第１２号を継続とすることに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○たけうち委員長 

 賛成者多数につき、継続と決定いたしました。 

 次に、平成３０年陳情第１３号の取り扱いについてご意見を伺いたいと思います。 

 継続にする、あるいは結論を出す、どちらかにご発言願います。 

 それでは、自民党・子ども未来からお願いします。 

○大沢委員 

 自民党・子ども未来は継続でお願いいたします。 

○あくつ委員 

 公明党は継続でお願いいたします。 

○安藤委員 

 本日結論を出すべきだと思いまして採択なのですが、やはり教室型説明会の開催というのは本当に一

日も早く求められていることでありますし、あと住民の理解が得られない場合は、ルートの見直しを行
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うよう求める、住民の理解を得られない場合はというのは、今の時点で得られていないというのは全会

派一致しています。自民党も公明党もこの前の本会議で表明しました。なので、理解を得られない場合

は見直しを求めるというのは当然のことだと思いますので、本日やはり採択すべきだと思います。 

○松永副委員長 

 我が会派でも本日結論を出すということで、第１３号に関しましては、趣旨採択でお願いいたします。

理由といたしましては、先ほど述べたように、まず新飛行ルートを見直す前に、まず周知を徹底してい

ただければということでございます。陳情を出された方のお気持ちはわかりますので、今回の第１３号

につきましても、趣旨採択でお願いします。 

○西本委員 

 継続審査でお願いいたします。これは先ほどと同じようにしっかり議論していきたいということ。し

かしながら、早期に結論は出していく必要があるというふうに思っておりますので、継続でもだらだら

することなく、しっかり毎回議論していただきたいというふうにお願いします。 

○筒井委員 

 本日結論を出すでお願いします。時間もないことですし、先ほどの課長のご答弁どおりの陳情項目だ

と思いますので、採択でお願いします。 

○たけうち委員長 

 それでは、本日のところ継続にするというご意見と結論を出すというご意見に分かれましたので、ま

ずこの件を挙手により採決いたします。 

 それでは、平成３０年陳情第１３号を継続とすることに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○たけうち委員長 

 賛成者多数につき継続と決定いたしました。 

 以上で、請願・陳情審査を終了します。 

                                              

２ 報告事項 

 ⑴ 「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針 中間のまとめ」について 

○たけうち委員長 

 次に、予定表２の報告事項を聴取いたします。 

 初めに、⑴「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針 中間のまとめ」についてを議題

に供します。 

 本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○鈴木都市計画課長 

 それでは、「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針 中間のまとめ」について、ご報

告いたします。 

 Ａ４、１枚の資料をご覧ください。 

 まず、概要についてですが、以前建設委員会でもご報告いたしましたが、都市計画道路の計画的、効

率的な整備に向け、平成２８年３月に都区市により「東京における都市計画道路の整備方針（第四次事

業化計画）」が策定されております。これは今後１０年間において優先的に整備すべき路線を定めたも

ので、これにより都市計画道路の約８割が完成する一方で、残る計画は事業着手までに期間を要するこ
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ととなっております。そのため、優先整備路線を除く未着手の都市計画道路の在り方について、東京都

と特別区および２６市２町により検討を進め、このたび東京における都市計画道路の在り方に関する基

本方針の「中間のまとめ」を取りまとめ公表したものでございます。 

 次に、検討の視点と内容でございますが、第四次事業化計画における検証を前提とした上で、概成道

路における拡幅整備の有効性や立体交差計画の必要性など、新たに都市計画道路のつなぎ方、構造等に

関する検証項目を設け、優先整備路線を除く未着手の都市計画道路の道路計画の在り方を考えていくも

のでございます。 

 内容を別紙１にてご説明いたします。 

 別紙１をおめくりいただき、目次でございます。第１章では、都市計画道路を取り巻く現状と今後の

見通しが記載されてございますが、第四次事業化計画にてご説明した内容と重複する部分がありますの

で、今回は割愛させていただきます。 

 第２章からは、都市計画道路の在り方についての基本方針が記載されております。資料の９ページを

ご覧ください。今回検討を行う対象でございますが、図－１３、赤い矢印の一番先、青く囲った部分が

今回の検討対象路線でございます。この図は、平成２８年策定の第四次事業化計画にも記載のあるもの

ですが、この図の一番左端が優先整備路線、区内では４路線ですが、今後１０年間で優先的に整備を

行っていく路線となり、その横、青囲みがネットワークの必要性は確認されたものの、優先整備路線に

入らなかった路線で１０年後以降に整備を行っていく路線ですが、それまでに手をつけずにそのままと

するのではなく、次に説明する検証項目に沿って、今のうちから整備しておこうとするものでございま

す。 

 次に１３ページをご覧ください。検討フローになります。今回新たな検証項目を設定しまして、優先

整備路線として選定しなかった路線を検証していきます。検証の結果、計画の存続か変更かなどを判断

してまいります。新たな検証項目は次のページにある表－３にある記載の大項目、小項目について検討

を行ってまいります。 

 １５ページからは具体的な検証事項をご説明していきます。概成道路における拡幅整備の有効性とし

て、現道の概成道路を対象に検証を行います。概成道路とは、計画幅員までは完成していないが、現況

幅員が一定程度既にある道路で、都市計画道路に求められている機能を現道の幅員や道路構成、地域の

実情等から概成道路がどの程度満足しているかを評価してまいります。 

 次に１９ページをご覧ください。こちらは、交差点、交差部の交差方式等の検証で、平面交差で円滑

な交通処理ができるかなどの地域の実情を踏まえ、計画の要否を検証し、また２０ページの交差点拡幅

部では、交差処理のための必要性、道路成形や車両軌跡などの交差流動、歩行者通行の安全性などの地

域の実情を踏まえた検証を行っていきます。 

 ページ２１から２３の支線や隅切り、橋詰では、周辺の地形状況や地域の実情、橋の架け替え用地と

して必要かどうかなどの検証を行ってまいります。 

 次に資料の２４ページをご覧ください。こちらは都市計画道路と都市計画公園が重複しているところ

などについて、将来の事業実施に向けた計画変更の方向性を検証してまいります。 

 また、資料の２５ページは、現道の道路区域が都市計画道路区域と一致していない区間について、こ

のままでいいのか、やはり計画線のとおり必要なのかを検証してまいります。 

 資料の２６ページでは、都市計画道路に求められている機能を代替できる現道があるか検証を行って

まいります。 
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 以上が検証項目の内容でございます。 

 Ａ４の資料にお戻りいただきまして、今後の予定でございますが、現在この中間のまとめに対する意

見募集を行っております。今後この中間取りまとめ案に基づき、それぞれの路線について検討、検証を

進め、意見募集を行いながら、東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針を、今年度末を目

途に策定していく予定となってございます。 

○たけうち委員長 

 説明が終わりました。 

 本件に関しまして、ご質疑等がございましたら、ご発言願います。 

○安藤委員 

 ちょっと資料に基づいて幾つかお伺いしたいのですが、別紙の「はじめに」のところなのですけれど

も、４段落目に「道路に対する都民ニーズは、日々変化し、多様化しています。このため、都市計画道

路の検証を不断に行っていく必要があります」とありますが、道路に対する都民ニーズの変化とは何な

のか、区の考えを聞かせていただきたいというのが１点目です。 

 それと、都と区が共同で都市計画道路の在り方について調査検討を進めているというふうにありまし

て、２８ページには図も書いていますが、これまで何回、細かくて申しわけないのですけれども、何回

開かれて、区の発言模様といいますかね、大体毎回発言しているのか、何回ぐらい発言して、どのよう

な発言をしているのかということをお聞かせいただきたいのと、あとこの図がちょっと都・区検討会と

いうところが課長級で、そこから二つ矢印が伸びているのですけれども、ちょっとこの意味がわからな

いので教えていただきたい。どういうふうに解釈すればいいのかというのをお聞かせいただきたいと思

います。 

 あと、大きく３点目は、今回の検証の対象となる区内の路線はどこなのかというのをお聞かせいただ

きたいと思います。１４ページの大項目の⑴から⑷までありますけれども、まずどこの何線、何線と言

われてもちょっとわからないので、ちょっと場所みたいなところも含めて、どこか。それに⑴から⑷ま

で区内でそれに当たる道路は、どういうのがあるのかというのを教えていただきたい。 

 あと、ちょっとあわせて、第一京浜や第二京浜というのは国道なので都道ではないのですけれども、

いわゆる概成道路だという認識がありまして、まだあれは完成していないですよね。ちょっと広げなけ

ればいけないというような計画になっていると思うのですが、今回やはり対象にならないで、そちらの

検証というのは国が進めるということなのでしょうか教えてください。 

○鈴木都市計画課長 

 初めに、都民ニーズとは何かというところでございますが、いろいろわかりにくいところはございま

すが、例えば先ほど概成道路ということをご説明しましたが、都市計画道路では、例えば１６ｍの幅員

が求められているが、実態は１２ｍとか１４ｍである部分について、そこには当然車道と歩道ですとか、

あるいは場合によっては緑道だとか、そうしたところが本当に全てをつくらなければいけないのか、そ

うではなくて、何かを省略して現道のままでいいのかとか、そうしたところは地域の特性あるいはそれ

がひいては地域のニーズがあるのかといった判断が入ってくるのだと思います。そうしたところを広く

捉えて、ここでは都民ニーズという表現がされているのだと思います。それ一つではないと思いますが、

一例を挙げるとそういうことでございます。 

 それから、これまで何回ぐらいというところでございますが、すみません、細かい段階、いろいろな

課長級、特別区で行うもの、あるいは都で単独で行っているもの、さまざま最後はそうして合体して一
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堂に会して行っているものもございまして、細かい数字は今持ち合わせてございませんが、複数回、私

は４月に着任しておりますが、それ以前からやられているということで、複数回やられているという認

識でございます。 

 その中での区の発言状況でございますが、基本的にはまずこれまでは各路線をどうしていくかという

ところをやってきたわけではございませんので、基本的な方向性、項目について検討してきたというと

ころで状況に応じて発言はしてございますが、毎回毎回ということではなかったと思います。 

 それから、具体的な路線の検討でございますが、優先整備路線に入らずに、ただネットワークの必要

性は検証されているという道路で、例えば概成道路でいきますと１０路線、１２区間というところでご

ざいまして、１２区間というのは、路線を１本と数えるのではなくて、区間で分かれているところもご

ざいますので、１０路線の１２区間というところでございます。 

 それから、一つ一つの路線名を今ここでというところは、どうしても補助何号線という形でのご紹介

になりますので、その細かい地区名については省略させていただきたいと思います。 

 それから、第一京浜については、今回はこの計画には入ってございませんので、その整備主体は国で

ございますので、国がしっかり考えていくということでございます。 

○安藤委員 

 １４ページのところの、⑵と⑶と⑷は何本なのかお伺いします。 

 それと、都民ニーズの変化について聞いたのですけれども、道路に対するニーズの変化というのは、

道路はそこまで今広げなくてもいいよねとか、あるいはちょっとこの道路はつくらなくてもいいよねと、

そういう変化のことなのかどうか伺います。 

 それと、２４ページの下にもちらっとあるし、２６ページにも図つきであるのですが、都市計画道路

が持つ機能として四つ挙げられておりますけれども、とりわけ市街地形成機能というのは、どういう機

能なのかご説明をいただきたいと思います。 

 最後ですが、２７ページ、今後の進め方の２段落目、３段落目が読んでもちょっとわからないのです

よ。「地域的な道路のうち地域のまちづくりに関連する道路」とは一体何を指すのか。また、その検証

というのは、今回は行わないで、将来に温存しますということになるのか、そこら辺を教えてください。 

○鈴木都市計画課長 

 １４ページの⑵、⑶、⑷の数でございますが、これはこれから都と協議しながら実際あるかどうかと

いうところを確認して、これからのところでございますので、細かい数字は今ございません。 

 それから、都民ニーズのお話の中で、道路の必要性についてのお話もございましたが、今ご質問の中

で、２６ページの地域的な道路に関する検証というところのお話もいただきましたが、その中でのあわ

せてのご答弁になりますが、今回その検証項目の中には、こうしたほかに代替するような道路があるか

どうかというところも検証の項目に一つ入ってございますので、そうした意味では、それが地域特性、

地域ニーズというところにつながっていくのだと思います。 

 あと、２７ページの今後の進め方のところですが、基本的には今ご説明した大項目、小項目の検証項

目に沿って、区内の優先整備路線に入らなかった都市計画道路について、あと残り半年、年度末までか

けて検証を行ってまいります。それを答申として取りまとめるというところでございます。 

○安藤委員 

 あと、２６ページの市街地形成機能というのがちょっとわからなかったので、それをちょっとどうい

うことなのか教えてください。 
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 あと、この計画全体の意見を言わせてもらうと、やはりちょっと問題だなというか、不十分だなと思

うところは、優先整備路線はこれから１０年間で整備していく路線ですよね。また、特定整備路線、既

に事業化認可までされてしまっていますけれども、こういう道路が見直しの対象になっていないという

のがちょっと問題だなと思っていまして、こういった道路の中でも、見直すべき道路というのもかなり

あるというか、それは実際、現実なのですね。もちろん品川区の３特定整備路線もそうですし、小金井

市では本当に裁判が起こって、市議会が反対決議を上げたのにもかかわらず優先整備路線になってし

まったような道路もあります。 

 なので、名古屋市に私は何度か視察に行きましたけれども、少なくとも名古屋市では全ての道路計画

を一旦検証のテーブルにのせていたのですよね。中には、８割までつくっていた道路ですら、これは廃

止だということになったものもありました。私は、こういった全ての道路計画というのを、聖域を設け

ずに検証のテーブルに少なくとものせるべきなのではないかと思うのです。品川区として、都にそう

いった意見を上げるように求めたいのですが、いかがでしょうか。 

○鈴木都市計画課長 

 ２６ページの市街地形成機能の表現でございますが、イメージとしては、例えばその周辺で大きい市

街地再開発の計画がある、あるいは動いている等々で、その周辺市街地再開発に合わせて道路がつくら

れるとか、そういったところの要素も踏まえながら市街地の、字のごとくですけれども、その市街地の

形成の過程の中で、今入れている計画道路がどうかというところを検証していくというものでございま

す。 

 それから、優先整備路線と特定整備路線についてということでございますが、そこについては、第四

次事業化計画の中で、その必要性の有無についてはしっかり検証されておりまして、今回はそれに漏れ

た、今後１０年かけてやっていくもの以外について、そのときに検証するのではなくて、今のうちから

しっかり検討を進めていこうということでやるものでございます。 

○安藤委員 

 最後のところですけれども、前回の検証を踏まえてと、前提にみたいなことも書かれていますけれど

も、前回の第四次のときも指摘したのですけれども、かなり何かしらは道路をつくる必要性に当てはま

るような感じなので、ある意味道路をつくるための検証項目みたいになっていますので、これは検証と

しても不十分だし、しかもそこには都市計画決定されたときには住民の意向などは全く踏まえられてい

ないわけですから非常に問題があると。それを前提にするというのは問題だということを指摘したいと

いうのが一つと、それと、特定整備路線に至っては、検証すらやられていないということで、前回の項

目でも検証されていないということなので、やはり名古屋市のように検証のテーブルに全てをのせると

いう意味では、特定整備路線について東京都に交渉してくださいと区として言っていただきたいのです

けれども、いかがでしょうか。 

○鈴木都市計画課長 

 道路をつくるための第四次事業化計画ですが、しっかり優先整備路線として選定していったところに

ついては必要性についても、このフローにございますように、検証をかけて認めたものでございます。 

 特定整備路線については、東京都がその必要性をしっかり検証した上で今進められているものでござ

いますので、何か見直し等を求めるということはございません。 

○たけうち委員長 

 ほかにご質疑はございますか。 
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 それでは、ほかにご発言がないようですので、本件を終了いたします。 

 会議の運営上、暫時休憩いたします。 

○午後２時５８分休憩 

 

○午後３時１０分再開 

○たけうち委員長 

 それでは、建設委員会を再開いたします。 

                                              

 ⑵ 戸越六丁目東地区のまちづくりについて 

○たけうち委員長 

 次に、⑵戸越六丁目東地区のまちづくりについてを議題に供します。 

 本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○鈴木都市計画課長 

 それでは、戸越六丁目東地区のまちづくりについてご報告いたします。 

 お手元の資料、１ページをご覧ください。 

 戸越公園駅南側に位置し、四間通り、大原通り、大原小学校東側区道に囲まれた戸越六丁目東地区に

おきましては、地元の方々の発意により、昨年９月に設立された戸越六丁目地区まちづくり計画検討委

員会により、にぎわいの維持・向上と防災性の高いまちづくりを目指し、区とともに検討を重ねてまい

りました。このたび、検討委員会でまとまったまちづくり案をもとに、当地区のまちづくりに必要な

ルールである地区計画の都市計画素案を作成し、その説明会を開催いたします。また、これに合わせ、

都市計画道路補助２９号線戸越公園区間南側（四間通り～大原通り）の沿道３０ｍの範囲内におきまし

て、延焼遮断帯の形成や、不燃化・耐震化を目的とした都市計画変更素案の説明をあわせて行うことと

なりました。本説明会は平成３０年８月７日火曜日、午後７時より大原小学校体育館において行います。

本説明会のお知らせにつきましては、開催日の２週間前に当地区内各戸へのポスティングと地区外権利

者への郵送を行っております。 

 １枚おめくりください。２ページと３ページが地区計画にかかる都市計画素案についての概要でござ

います。戸越六丁目東地区地区計画では、災害に強く、近隣商業機能を有する暮らしやすい市街地の形

成を目標としています。そのため、地区計画区域全域において、市街地の不燃化を図ります。また、補

助２９号線沿いにおいて延焼遮断帯を形成し、戸越公園通り沿道においては近隣商業機能の向上を図り

ます。 

 なお、地区計画区域を２ページの下の図のように地区の立地特性に応じて建築物等の制限がかかるＡ

からＤの四つの地区とそれ以外の将来的にまちづくりの誘導を行う地区とに区分し、それぞれ土地利用

の方針を定めます。 

 次に３ページ目をご覧ください。 

 まず、防災性向上のために必要な建築物の制限を三つ行います。一つ目は、敷地の細分化による住宅

密集化を防ぐため、敷地面積の最低限度を６０㎡とします。地区計画が策定される前で６０㎡未満の敷

地や、道路整備などにより６０㎡未満となってしまう敷地については、それ以上分割しない限りは建て

替えができます。 

 二つ目は、地震時の窓ガラスの飛散や落下物による被害を未然に防ぐことができるよう建築物の道路
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に面する部分にベランダの設置や網入りガラスを用いるなど、落下物の防止措置を行います。 

 三つ目は、ブロック塀の倒壊による人的被害や道路閉鎖を防ぐため、ブロック塀の構造を制限し、生

け垣や透視可能なフェンス等とします。基礎部分として必要な高さ６０㎝以下の部分や門柱等について

は制限がかかりません。これらは当該地区に隣接する戸越、豊町地区や、豊町４・５・６丁目、二

葉３・４丁目、西大井６丁目地区地区計画等と同様の制限でございます。 

 次に、にぎわいある街並み誘導に必要な建築物の制限を二つ行います。 

 一つ目は、建物の外壁等の色をまちなみに調和したものにしたり、看板、広告等は地域の景観に十分

配慮したものとします。 

 二つ目は、商店街に面する建築物の１階部分につきましては、沿道のにぎわい誘導のため、店舗、飲

食店、これらに類する用途のみに制限します。そのほか、暮らしやすい市街地の形成のため、店舗型性

風俗営業の用に供する建物は建てられません。 

 以上が戸越六丁目東地区地区計画の内容でございます。 

 次にページをおめくりいただきまして、４ページをご覧ください。こちらは、以前当委員会において

特定整備路線沿道の都市計画変更として報告させていただいておりますが、基本的な考え方としまして、

東京都が整備を進めております補助２９号線、この道路の沿道両側の３０ｍの範囲で延焼遮断帯を形成

するというものでございます。 

 ４ページ左上の図、着色されている部分が沿道３０ｍの範囲になります。変更内容としましては、こ

の着色されている①から⑤の全ての範囲において、建物の高さの最低限度を７ｍに設定いたします。ま

た、現在紫色で着色されている③の範囲に指定されている防火地域を①から⑤の全ての範囲に指定する

予定です。また、これらに合わせてピンク色に着色されている①の範囲、緑色で着色されている②の範

囲を紫色の③の範囲と同じ近隣商業地域容積率４００％、建ぺい率８０％、最高限度高度地区の指定な

しに変更し、黄色で着色されている④の範囲の容積率と高度地区を３００％、第３種高度地区に変更い

たします。これらは延焼遮断帯の形成のために一定程度の高さの建物、そしてなおかつ燃えにくい建物

を築造していただくことが必要だということで、災害に強いまちづくりに向け、このような制限を設け

ているものでございます。 

 なお、④の範囲の用途地域を第一種住居地域のままとしているのは、先ほどの地区計画の説明の中で、

Ａ地区、すなわち現状の住宅を主とする地区として土地の利用方針を設定していることによるものと

なってございます。 

 ４ページの図の下、ならびに５ページ目は、これらの都市計画に関する用語説明やほかの区間での説

明会の際にいただいたようなご質問を掲載してございます。 

 最後に６ページ目をご覧ください。今後の予定でございます。地区計画と都市計画変更につきまして

は、最終的には来年の３月ごろの決定告示を目指し、事務手続を進めてまいります。地区計画につきま

しては、品川区条例に基づき９月ごろに公告縦覧、意見書の提出期間を設けます。都市計画案の説明会

は、１１月ごろに行います。都市計画案の公告縦覧につきましては、品川区の都市計画審議会で審議し、

現道の用途地域の都市計画変更についてはさらに東京都の都市計画審議会での審議を経て、同じ日での

決定告示を予定してございます。 

○たけうち委員長 

 説明が終わりました。 

 本件に関しまして、ご質疑等がございましたら、ご発言願います。 
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○安藤委員 

 資料に基づいて何点かまずお伺いします。 

 まず、素案をまとめるまでどのような意見集約が行われたのかということで、検討委員会が昨年９月

にという話もありましたけれども、どのような委員会で、何回、どのような手法で意見集約が行われた

のかもう少し説明いただきたいと思います。 

 それと、３ページのところで、形態、意匠、色彩というところでありますけれども、地域の景観に適

したものというのはかなり主観的になると思うのですけれども、これはどういったものを考えていらっ

しゃるのかが２点目。 

 それと２ページに戻りまして、将来的にまちづくりの誘導を行う地区というのは一体何を意味してい

るのか伺いたいというのが３点目です。 

 それと最後に、細かいところなのですけれども、２ページのＢ地区というところ、この商店街に面す

る建築物の１階部分については、店舗・飲食店その他に制限というのが⑤番目の建築制限だと思うので

すけれども、このＢ地区のところで言うと、そこは商店街に面する建物というのはどこを指すのか、今

ちょっと２９号線が斜めに横断しているので、かなり複雑になっていると思うのですよね。今商店街と

いうところもありますし、そうでないところもあるので、そこら辺がどこになるのか教えてください。 

○東野まちづくり立体化担当課長 

 ４点ほど質問をいただいてございます。 

 まず最初に、まちづくり計画検討委員会は、どのような会なのかというところでございます。こちら

につきましては、昨年９月に設立されまして、地域の町会、商店会、それから次にございますまちづく

り協議会、こちらのメンバー１１人で組織した会でございます。これまで活動といたしましては、今月

の委員会を含めまして、８回ほど検討の委員会を開催してございます。中身につきましては、地区計画

とそれから自分たちの地区についてどのようなまちづくりを今後進めていったらいいかというところで

いろいろ意見を出しあっているところでございます。 

 こちらですけれども、また地域に対しまして、まちづくりニュースというものを発行しておりまして、

どのようなまちづくりがよろしいかというような、そういった問いかけもしているところでございます。

その中の意見を集約した結果として、まちづくり案が今年の５月に提出されまして、それをもとにこの

地区計画の策定手続に入ったものでございます。 

 それから、地域の景観、どういうものか、④にかかわる地域の景観に適したものというのはどのよう

なものかというところでございます。こちらにつきましては、主観的なところもあるというところでご

ざいます。建物を建てる際につきましては、また看板、広告等を出す際につきましては、区のほうへご

相談いただきたいというような内容のものでございます。 

 それから、２ページの青色部分、将来的にまちづくりの誘導を行う地区というのはどのようなものか

というところでございます。こちらの地区計画の範囲として、このような三角形の範囲として定めてい

るものでございますけれども、まず２９号線沿道、それから商店街沿道、こちらのところで地区を分け

まして、地区の整備計画という形での地区計画を定めていきたいというものでございます。それ以外の

地区につきましては、将来的にこの地区に合うような整備計画を立てていきたいというものでございま

す。 

 それから、こちらにありますＢ地区、オレンジのところですね。建て替えの際に１階部分に店舗を入

れるのはどの部分かというところでございます。ちょっと図のほう、細かくてわかりにくいかもしれな
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いのですけれども、現在２９号線とこの南口商店街のところが重複している部分がございます。ちょう

ど場所でいきますと、家具屋さんのところの前のところになりますけれども、こちらが該当するところ

になります。こちらの部分を将来的には１階が店舗になるようにということの誘導を考えているところ

でございます。 

○安藤委員 

 ちょっと１１人の委員会、委員会ですからあれなのかもしれないですけれども、ちょっと少ないです

よね。そういった少人数のところで、こういった将来の財産形成にかかわるような案を出していいのか

なという気がいたします。 

 とはいっても、５月に委員会が案を出して、区が今回素案を策定したということなのですけれども、

今回出された計画素案と委員会が出したまちづくり案というのは、何か違いがあるのでしょうか。ほと

んど同じなのでしょうか。そこら辺の感触をちょっとお伺いしたいというのが１点です。 

 それと、延焼遮断帯ということで、今回必要性を強調しているわけですが、これまで私たちとしまし

ても、何度もこの問題は批判をしてきました。今回延焼遮断帯なるものをつくるということですが、い

つ完成するのですか。今回建て替え手法ですよね。建て替えるときには、一定の高さの建物にするとい

うことのようですけれども、それは当然ですよね。ただ、建て替えというのはものすごく時間がかかる

わけですね。しない人だっていますし、仮に建て替えないでずっと残るところもやはり一定期間あるわ

けです。ですから、延焼遮断機能というのは、いつ完成するのか、そして何をもって延焼遮断帯は完成

するのか、この辺はちょっとお伺いしたいというふうに思います。 

 それにかかわって言うと、４ページの④のところは、第一種住居地域ということで、容積率が低いと

いうことになりますが、ここだけ沿道が紫ではなくなるということで、何か区が言うところの延焼遮断

帯になるのか、建て替えが進むのですかというのもちょっと含めて伺わせていただきたいと思います。 

○東野まちづくり立体化担当課長 

 何点かございました。前半のほうにつきまして、お答えいたします。 

 委員会が１１人で少ないのではないかというご意見でした。こちらにつきましては、先ほどお話しし

ました町会、商店会、それからまちづくり協議会のほうにお声かけをしまして、その中から推薦という

形で人数を出していただいたものでございます。１１人という中でございますけれども、それぞれの町

会の役員、商店会の役員、まちづくり協議会事務局、そういった方々がメンバーとして入っておりまし

て、活発な議論を今も続けているところでございます。 

 それから素案とまちづくり案は、内容が同じかという内容でございます。こちらにつきましては、中

身につきましては同じでございます。こちらにつきましては、区のほうもその委員会に同席いたしまし

て、議論を重ねてまいりました。その中で区のほうからもこういうようなまちづくりという部分をお話

ししていったところでございます。また、それに対しまして、いろいろなご意見をいただいたところも

精査した中で、まちづくり案としてまとめていったものということになります。中身については同じも

のでございます。 

○鈴木都市計画課長 

 私から、延焼遮断帯の形成についてでございますが、現在東京都が進めております特定整備路線の整

備とともに、そこでご協力いただいた方が建て替える際、あるいは特定整備路線を外れていても、そ

の３０ｍ区間の中で今後建て替えていくというところに合わせて、最低限度７ｍですとか、あるいは容

積が今回上がっているところもございますので、あるいは防火地域という指定もかけて、より燃えにく
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い建物に変わっていくというところで、延焼遮断帯が形成されていくということで、これはいつまでと

かということになりますが、建て替えに合わせて順次というものでございまして、また何をもってとい

うところでございますが、最後の１棟が建て替えかわったというよりも、順次建て替わっていく中で、

延焼遮断帯の形成が進んでいくという考えでございます。 

 それから、④の黄色の部分の第一種住居地域につきましては、ほかのところよりも、ほかの４００％

の容積率よりも低いというところでございますが、もともと２００％のところで３００％ですので、高

度についても第２種高度地区から第３種高度地区に上がっておりますので、そういった意味では、十分

この中で建て替えていただければ、穴があくようなことがなくて、延焼遮断帯の形成ができるというと

ころで、従前がもともと第一種住居地域で２００％のところですから、急激に市街地の変化をもたらす

ようなことはなくて、３００％と第３種高度地区というところをかけるというところでございます。 

○安藤委員 

 防災対策としてもいかがなものかというふうにつくづく思いました。将来的にまちづくり誘導を行う

地区というところの説明もありましたが、今回具体化されるのはＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの色が塗ってあるとこ

ろですけれども、それであるならば、なぜこの区域を範囲に指定する必要があるのか、ホームベース型

にする必要があるのかというのはちょっとわからないので、だったら赤系の色が塗っているところの区

域にすればいいのではないですかと思うのですけれども、そこはちょっと伺わせてください。 

 それと、冒頭の説明で、にぎわいが続く市街地の形成を目指しているというふうに書いていますが、

商店街のにぎわいを潰す最大の原因というのは、商店街を削り、分断する２９号線の建設ではないかと

思います。これまで苦労して戦後つくってきたところが、この道路で無残に壊されるということ

で、２９号線計画の中止こそ最大のにぎわい対策ではないかと思うのですけれども、いかがなのでしょ

うか伺います。 

 最後は、今回も都市計画法第１６条の公聴会ではなく、説明会で済ませて案をつくろうとしておりま

すが、法の精神で言えば、都市計画案をつくる場合には公聴会を開くのが基本だとされております。今

回、都市計画法上の公聴会等を都は説明会としてやります。この説明会は何が違うのか。全く同じなの

か、ちょっとそこら辺をしっかりと聞かせていただければと思います。 

○東野まちづくり立体化担当課長 

 地区整備計画の範囲だけで地区計画をかければいいのではないかというようなお問い合わせです。こ

ちらにつきましては、大もとが上位計画でございますまちづくりビジョン、こちらの中で誘導していく

地域としまして示しているところと範囲的には一致させたものでございます。こちら、２９号線、それ

から商店街の沿道につきまして、まず緊急的に取り組んでいく必要があるということでの地区整備計画

を立てましたので、今後検討の範囲を広げていきまして、この東地区全体、または西側のほうの地区に

ついても検討を深めていきたいと考えているところでございます。 

 また、にぎわいが続くためには２９号線中止がいいのではないかというようなお話でした。こちらは

町会、商店街、確かに最初は反対されていた方が大勢いらっしゃいました。という中で、自分たちでま

ちづくりとしては何ができるのだろうかというところで検討を重ねてきたというような経緯がございま

す。その中で２９号線につきましては、自分たちが暮らしていく中では必要な道路、いわゆる不燃化を

こちらの地区で形成をしていくというために必要な道路としての認識を深めていただきまして、本来あ

るべき姿ということで地区計画を立てるというような経緯に至ったものでございます。 

○鈴木都市計画課長 
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 私から公聴会についてのご質疑についてお答えいたします。 

 公聴会につきましては、今回説明会という形で行いますが、基本的には説明会という表現でございま

すが、当然資料に基づいて説明の後、お集まりいただいた方からご質問、あるいはご意見をいただく時

間をしっかりとって、そのご質問、ご意見についてお答えする場をとるということでございますので、

公聴会につきましても、もし実施するに当たっては事前にその場で、事前にというか、その公聴会の場

でも説明をして、その後意見を述べていただいて、それに対して回答するということでございますので、

趣旨としては公聴会と説明会は大きくは変わらないというところで理解してございます。 

 一つあるとすれば、こちらは都市計画の運用にもございますが、説明会を実施するに当たって、しっ

かりと事前に開催日等の周知と内容の周知を行うということが書かれてございます。そうした意味では、

通常のほかの都市計画、今回もそうですが、地域の方とまちづくり協議会を通してしっかりつくり上げ

ていって、いきなり資料を説明会の場で出すようなことがないような形で進めてございますし、今回に

ついても事前にお配りした説明会の案内だけではない内容も記載した資料を配布して実施するというこ

とでございますので、公聴会に準ずる、あるいは同等、同じような形で説明会を実施すると。今後も、

第１７条のほうでも説明会を行って、公告縦覧も行いますので、より地域の方には丁寧に説明をしなが

ら実施していくというものでございます。 

○安藤委員 

 であるならば、何で公聴会としてやらないのか。公聴会とあまり、そんなに大きく趣旨としては変わ

らないし、周知の話もありましたけれども、それは公聴会であってもしっかりやられると思うのですよ。

なので、なぜ公聴会にしないのかというのがちょっと逆にわからないのですけれども、それは例えば条

例の不備ということなのか、現在規定がないということなのか、それとも区の判断としてそういうふう

にしているのか、公聴会にしていただきたいのですけれども、しない理由がちょっとわからないという

ことなので、もう一度ご答弁ください。 

○鈴木都市計画課長 

 公聴会をあえてしないということではなくて、公聴会と同じような形で、その場で説明をして意見を

お伺いし、お答えする場を設けることもできるということでございます。 

 公聴会の実施につきましては、品川区の公聴会の都市計画の規則がございますが、状況に応じて実施

するということでございます。一つ、例えばの話でございますが、公聴会ということであれば、事前に

意見を申し出る方の意見をお出しいただいて、その規則の中にもございますが、発言いただく方を公平

な視点から選定をするみたいなこともございますので、ある意味、公聴会になりますとしっかり住所と

氏名も述べていただくというようなところもございます。説明会においては、場合によっては受付の際

にお名前を求めることもあるかもしれませんが、そのお名前がなければ発言ができないような場とはし

てございませんので、そういった意味でもより自由な、自由というか縛りのない、縛りのないというの

は語弊があるかもしれませんが、より発言していただきやすいところで説明会を実施しているというと

ころでございます。 

○たけうち委員長 

 ほかにご質疑はございますか。よろしいですか。 

 それでは、ほかにご発言がないようですので本件を終了します。 

                                              

 ⑶ 平成３０年８月都営住宅入居者募集について 
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○たけうち委員長 

 次に、⑶平成３０年８月都営住宅入居者募集についてを議題に供します。 

 本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○森住宅課長 

 私からは平成３０年８月都営住宅入居者募集について報告させていただきます。 

 １番の募集内容ですが、都営住宅家族向けポイント方式、単身者向け・車いす使用者向け、シルバー

ピアおよび病死の発見が遅れた住宅等の募集となります。 

 申込用紙の配布期間につきましては、平成３０年８月１日水曜日から９日木曜日まで、配布場所は住

宅課窓口をはじめ、記載の各施設でございます。 

 ３番、申込用紙受付期間ですが、８月１３日月曜日までに渋谷郵便局必着となっております。 

 ４番、募集住宅については、１,７０１戸で、内訳は記載のとおりでございます。 

 ５番、抽選日は平成３０年９月１３日木曜日、ポイント方式によるもの以外で実施されます。 

 ６番、広報については、８月１日の広報しながわ、および広報東京都、区ホームページで掲載予定で

す。 

 ７番、休日相談窓口は、４日土曜日が荏原文化センター、５日日曜日が本庁舎３階ロビーで実施して

おります。 

 最後に募集冊子につきましては、８月１日水曜日に議会事務局を通じて、委員の皆様に配付させてい

ただきます。 

○たけうち委員長 

 説明が終わりました。 

 本件に関しまして、ご質疑等がございましたら、ご発言願います。 

○安藤委員 

 １点だけ、すみません。もしかすると、過去に何度か伺ったかもしれないのですけれど

も、１,７０１戸、これは都全体の戸数だと思うのですけれども、この時点で品川区としてどこに何戸

募集物件があるかというのを報告していただきたいのですけれども、それができない理由というのは何

かあるのですか。それをお伺いします。 

○森住宅課長 

 １,７０１戸というのは、委員おっしゃるとおり都全体の戸数でございます。品川区内の戸数につき

ましては、８月１日の募集要項の中でご覧いただくという形でやっておりますので、そういう形の中で

ご確認いただければというところでございます。 

○安藤委員 

 何でそういうふうにやっているのかと伺ったのです。何ていうか、それができない何か理由というの

はあるのですか。やはり一日でも早くあいているそういった物件がどこにあるかというのは知りたいで

すよね。いろいろふだんから住宅の相談を私たちはいっぱい受けているわけですから、そこら辺、

ちょっとどうなのですか。 

○森住宅課長 

 住宅の内訳につきまして、都営住宅の募集冊子の中でそれぞれの住宅について内訳が掲載されてござ

います。それは８月１日時点で皆さんに見ていただくと、確認いただくということでございますので、

その中でご確認いただくという形でやっているところでございます。 
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○安藤委員 

 区はこの時点で区に何戸あるか知らないということなのですか。それをちょっとお答えいただきたい

のと、ぜひ早目にちょっとわかるのであれば、委員会として報告してもらいたいのですけれども、そこ

ら辺は要望です。 

○森住宅課長 

 募集の冊子につきましては、配布の予定もございますので、区のほうには届いていて、その中には確

認ができるところでございますが、皆さん同時に８月１日という時期で見ていただくということにして

いるところでございます。 

○筒井委員 

 一つ確認なのですけれども、募集住宅の④の病死の発見が遅れた住宅等とあるのですけれども、これ

はどういった意味なのでしょうか。 

○森住宅課長 

 病死の発見が遅れた住宅というのは、例えば単身の方でそのままその家で亡くなったということで、

例えば病死３日後という形で発見されたものという形になります。特に規定で決まっているわけではあ

りませんが、そういったことがあった不動産につきましては、基本的には次の居住者の方にお知らせす

るということがございますので、そういった情報を別立てで情報としてお出ししているというところで

ございます。 

○大沢委員 

 今のところで、病死の発見が遅れたということの流れの質問なのですけれども、これは事故物件、本

来だと募集内容、都営住宅入居者の募集でなぜ住宅等と、対象とするものが違っているものを一緒にし

たというのはおかしくないですか。 

○森住宅課長 

 病死の発見が遅れた住宅等というふうに書いておりますけれども、同じように各区にあります都営住

宅の募集の中で事故内容として追記をされているもの、それを別でご紹介しているというところでござ

います。 

○大沢委員 

 別でご紹介はいいですけれども、入居者の募集であって、ここに書いてある病死の発見が遅れた住宅

なのでここのところが、各いろいろな手間都合もあるからしようがないのですけれども、厳密に言うと

おかしくないですか。ここに書いてしまうこと自体。 

○森住宅課長 

 入居者募集ということで、募集という名前をつけているところで、病死の発見が遅れた住宅について

の入居者の募集というふうに募集しているところですので、そういった名前にしているものです。 

○大沢委員 

 病死の発見が遅れた住宅等の、入居者は死んでしまっているからいないのではないですか。 

○たけうち委員長 

 意味はわかりますか、趣旨。 

○森住宅課長 

 はい。病死の発見が遅れた住宅の入居者は亡くなってしまったわけなのですけれども、入居者の方が

亡くなられて、その住宅があいたということですので、それの入居者を今回募集するという形になりま
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す。 

○西本委員 

 私もその関連なのですけれども、④番で特別にこの項目だけ出されているということを考えると、特

別な住宅になるのですか。特別な措置をするというか、安く入れるとか、何かそういう形になるという

ことですか、どうなのでしょうか。 

○森住宅課長 

 今回別立てで出してはいるのですけれども、特に入居要件であったり、家賃に違いはございません。

ただ単に病死の発見が遅れて、２日後とか翌日に発見されましたというところで、ほかの一般の住宅と

は分けているというところでございます。 

 病気や自殺とか、そういったことで亡くなられた方のお部屋ですということで情報として載せている、

別立てにしているということでございます。 

○西本委員 

 では、例えば何々棟の何号室はそういう物件ですという説明があるということでしょうか。 

○森住宅課長 

 募集案内の中に各申し込み地区番号がありまして、住宅名とそれから戸数と何階建てかという形では

記載がありますので、何号室というのはそこまで明記はございませんが、そういった間取りとかも含め

て、その中で病死がそれぞれ遅れた住宅が一覧で載っているという形になります。 

○西本委員 

 ちょっとよくわからないのですが、通常事故だったり、いろいろな理由があって、入りますかと言わ

れたときに、その情報はありがたいと思う部分もあるのですが、そういうことがあったとすれば、それ

はやはり敬遠しますよね。なので、何かがあれば、特典とかがあればしようがないなというふうに選ば

れる方もいらっしゃる、申し込みをされる方もいらっしゃると思うのですけれども、何もなければきっ

ちりと内装をして問題ない状況になっているとするならば、通常の一般の住宅という形での数の中に入

れてもいいのではないかな。非常に不思議ですよね。④番のくくりというのは非常に不思議で、借りる

側としたら嫌ですよね。何をもってこれを出されているのかなというのがあるのですけれども。 

○森住宅課長 

 通常、転居されてあいた住宅とは別に、病死があったり、自殺をされたりというところですと、通常

不動産の業界の中でもお知らせをして、そういったことがありましたということをお知らせするように

なっています。この中でも、そういった情報がないと、委員が言われたように非常に嫌だと感じる方も

おられますので、そういった中で敬遠する方もおられます。そうすると、逆にそういったものはあまり

考えないという方にとっては、病死の発見が遅れた住宅等について、まだ平成３０年２月から始まった

ばかりなので、どのぐらいの倍率の差があるかはわかりませんけれども、その倍率が少し下がってきた

りということもあるのかなということでございます。基本的には病死の発見が遅れたということで、次

に使われる方にそういった情報を提供するということが不動産業界では常識といいますか、やっている

ところでございますので、それと同じような形で情報提供しているということだと思います。 

○横山委員 

 確認なのですけれども、東京都住宅供給公社のホームページを確認させていただきまして、病死の発

見が遅れた住宅等のパンフレットのところで、前回のところを見ますと、期間が過ぎてしまって見られ

なくなっています。今回は８月１日からということで、またこちら、詳しい内容はそのうち、同じ内容



－33－ 

を見られるようになるかと思うのですけれども、それはどういう状況かというところと、今回の募集か

らの改正点などというのが前回書いてあるのですけれども、今回は何か改正等があるかというところだ

け確認させてください。 

○森住宅課長 

 まず、ＪＫＫ、住宅供給公社のホームページでございますが、少しずつ公表がずれていって、もう見

られなくなっている部分もございますが、先ほど言いました予定のとおり、スケジュールに沿ってそれ

ぞれアップされているというふうに考えております。 

 それから今回平成３０年２月から病死の発見が遅れた住宅等というのを載せるようになったというこ

とがありますが、今回は大きな変更はございません。 

○たけうち委員長 

 ほかによろしいでしょうか。 

 それでは、ほかにご発言がありませんので、以上で本件を終了いたします。 

                                              

 ⑷ 二葉４－１３密集住宅市街地整備促進事業用地の今後の活用について 

○たけうち委員長 

 次に、⑷二葉４－１３密集住宅市街地整備促進事業用地の今後の活用についてを議題に供します。 

 本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○髙梨木密整備推進課長 

 私からは、二葉４－１３密集住宅市街地整備促進事業用地の今後の活用について報告をさせていただ

きます。 

 資料はＡ４判両面刷りのものをご覧ください。 

 １、概要ですが、まず場所については、現在二葉４－１３開放広場として暫定開放している事業用地

でございます。位置関係につきましては、概要の下、案内図と航空写真をご覧ください。住所は二葉４

－１３地内、区立二葉公園の南に位置する約７４２㎡の土地でございます。この用地を独立行政法人都

市再生機構ＵＲが区との協定に基づいて取得する密集事業地区内の防災広場用地と土地交換を行い、交

換後ＵＲ所有となった当該用地で、ＵＲがみずから管理運営する従前居住者用住宅を建設しようとする

ものでございます。 

 詳しくは、２、今後の活用で説明いたしますが、恐れ入ります、ここで裏面の４の経緯をご覧くださ

い。この土地は、平成２０年度から平成２１年度にかけて、日本たばこ産業の社宅であった土地を北側

の二葉公園拡張用地とともに取得し、広場として暫定開放しておりますが、この土地を密集市街地改善

のためにどのように活用すべきかについて現在まで検討を行ってまいりました。その中で、この土地に

隣接する未接道宅地の解消を見据え、お話をさせていただいた権利者の方々や、事業地区内の皆様から

住み替え後も地元で生活したい旨の意向を受けたことも踏まえまして、従前居住者用住宅の建設を視野

に土地利用の検討を進めてまいりました。 

 恐れ入ります、表面の２、今後の活用にお戻りください。現在区はＵＲと協定を締結し、豊町、二葉、

西大井地区における密集事業の施行に当たり、事業推進業務を委託しておりますが、その中でＵＲは地

区内の土地を機動的に取得し、防災広場等の適地について区との協議が整い次第、区が取得することが

できる木密エリア不燃化促進事業を実施しており、既にＵＲが幾つか土地を取得してございます。 

 ①ですが、ＵＲが取得する防災広場としての適地、複数箇所と二葉４－１３の標記土地を交換いたし
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ます。 

 ②として、区は交換した事業地区内の複数用地を防災広場として整備します。これによりまして、二

葉４－１３では、すぐ近くに二葉公園がありまして、防災広場としては十分に効果を発揮できない土地

でございましたが、この土地を密集事業地区内に複数分散し、効果的に防災広場を配置することで地区

内の防災性向上を図ります。 

 裏面にお進みいただき、③でございますが、ＵＲ所有となった二葉４－１３の用地には、ＵＲがみず

から管理保有する従前居住者用住宅をＵＲが建設いたします。従前居住者用住宅には区が保有する従前

居住者用住宅と同じように密集事業地区内の事業協力者が入居可能です。これにより、密集事業の一層

の促進を図ります。 

 ３、従前居住者用住宅の戸数については、地区内の需要数を算定するとともに、ほか２カ所の既存従

前居住者用住宅の空き室等も考慮し、２５戸といたします。区は従前居住者用住宅を必要とする事業協

力者の世帯数に合わせてＵＲから住戸を借り上げて、従前居住者用住宅として運用いたします。区が借

り上げない空き住戸につきましては、ＵＲが賃貸住宅として運用いたします。 

 最後に５、今後のスケジュールでございますが、従前居住者用住宅については、ＵＲが今年度より設

計作業を行う予定としております。土地交換につきましては、既にＵＲが取得している用地に加え、土

地交換に必要な土地を引き続きＵＲが取得し、平成３１年度末までに必要面積数を取得する計画でござ

います。その後、平成３２年度にかけて土地交換を実施し、その後交換した区有地については、防災広

場整備を行う予定です。ＵＲは土地交換実施後に現地にて従前居住者用住宅の建築工事に着手し、平

成３３年度後半以降の入居開始を計画しています。 

○たけうち委員長 

 説明が終わりました。 

 本件に関しまして、ご質疑等がございましたら、ご発言願います。 

○安藤委員 

 まず、ＵＲを間に挟む理由というのがちょっといまいちわからないのですけれども、何で区が直接買

わないのか、ちょっとそこら辺を説明いただければというのが１点です。 

 それと、従前居住者用住宅というのは、ＵＲが建設管理ということですが、賃料ですけれども、これ

はどんな感じになるのかというのが２点目です。 

 ２５戸と説明がありましたが、これは建物全体の戸数が２５戸ということなのか、そのうち必要に応

じて借り上げるということなのですけれども、従前居住者用の住宅戸数というのは、いつどのような感

じで決まるのかお伺いしたいと思います。 

 あとは、裏面の右上の図で、細かくて申しわけないのですけれども、オレンジの今後の事業展開範囲

というところと、右側に今回の範囲の破線というのですかね、があって、水色の建物の位置が示されて

いますけれども、その間の空白のところ、縦長の空白のところは何になるのかお伺いします。 

○髙梨木密整備推進課長 

 最初にＵＲが間に入る理由ということなのですが、この土地をまず密集事業のために有効に使うため

に防災広場として密集地区内に分散させるために必要なまず土地がある。細かく分散したいという区の

意向と、あと、その土地がほかの人の所有になって、また全然違う事業に使うのではなく、やはりＵＲ

所有となった後もＵＲがみずから建設する従前居住者用住宅として、また区の事業に協力した建物が建

てられるといったところで区にメリットがあるというふうに判断したことから、今回もともとこの地区
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で密集事業に関する協定を結び、事業を委託しているＵＲと話を進めてきたということでございます。 

 ２点目に、従前居住者用住宅の使用料についてなのですが、これはＵＲから先行事例をもとにお話を

聞いておりますが、建物の建設にかかる費用、土地の取得にかかる費用、それと維持管理にかかる費用

等から住戸の平米当たりの使用料を算出し、使用料として区と区が借り上げる際の料金を算定するとい

うことでございます。 

 これは社会資本整備総合交付金の事業認可を受けてＵＲがここに従前居住者用住宅を建設いたします。

国の補助金が入りますので、その分事業にかかる金額が、ＵＲの持ち出しが少なくなるという計算にな

りますので、一般の市場の家賃に比べれば、今幾らぐらいと断言はできませんけれども、一般より低く

なるというところでございます。 

 戸数についてですが、これは区として２５戸の従前居住者用住宅が必要だということでＵＲに要請し

ました。建物全体で２５戸ということです。ＵＲは要請された分の住宅を建設するというところでござ

います。 

 今後の事業展開範囲というところなのですが、確かに裏面、上の図ですと、今回対象とする土地は全

部で７４２㎡ほどあるのですが、建物の建設に要する土地はそのうち５５０㎡ほどに現在計画ではなっ

ております。残りの用地とまたその横に未接道宅地等がございます。既にいろいろと区に対する売却意

向等を示していただいている土地もあるのですが、そういったところをまた順次取得していって、また

今後の密集事業、その他の行政需要に合わせた区の事業に資する用地として活用したいと、このように

考えているところでございます。 

○安藤委員 

 家賃のところですけれども、区としてこれまで２棟ほど従前居住者用住宅を建てていますけれども、

そういった賃料とは変わるということなのでしょうか。例えば、区が借り上げても、区がやるというこ

とには変わりないと思いますので、何か補助金等などを入れて、従前区がつくった住宅の家賃と合わせ

るようなこととかを考えているのかお伺いしたいと思います。 

 それと、意向確認ということなのですけれども、いろいろ出ていますけれども、何をどういうような

形で確認したのか、確認した範囲なのですけれども、オレンジの丸のところに限るのか、地域や対象者

の人数を伺いたい。何か、今売却を希望する人もいるというお話もありましたけれども、賛成も反対も

いて合意に至らなかったみたいな、そういう話も地域から聞いたりするのですけれども、それは何の合

意なのかというのはちょっとつかめていないので何とも言えないのですが、どういう意向確認だったの

かというのをちょっと説明していただきたいというのが２点目。 

 それと、結局のところ、これというのは、未接道宅地の解消ということが大きな事業の目的になって

いるのでしょうか。ＵＲが買い上げて、交換して、区が防災広場として整備するのは、未接道宅地とい

うことになるのでしょうか。この未接道宅地というのは、その範囲、表面のイメージ図だと何かあちこ

ちにあって、それは既に買っているみたいな、買おうという意向が見えるのですけれども、では裏面に

行くと何かその未接道宅地というのは今回の二葉４－１３の隣のところの範囲なのか、ちょっとわかり

づらいのですよね。そこら辺の位置というのはどこになるのかというのをお伺いしたいと思います。 

○髙梨木密整備推進課長 

 最初に使用料についてですが、まず区がＵＲから借り上げる際の使用料につきましては、先ほどご説

明したとおりでございますが、区がまた事業協力者に対して貸す場合の使用料というのは、また区で算

定する必要があるというふうに考えております。その際には、既存の２棟の従前居住者用住宅の当然使
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用料についても考えていくべきかなというところでございます。 

 ２点目に、意向確認についてなのですが、それは２種類行っておりまして、この二葉４－１３の周辺、

未接道宅地を中心とする周辺の家屋１９戸に対して意向確認を行っております。現在のところなのです

が、４棟から興味がある、あるなら入居したいというような返答をいただいているところでございます。

また、豊町、二葉、西大井地区、密集事業地区内全体でもアンケート調査という形で、今後も住み続け

たいかどうか、このまちに対して住み続けたいかどうかというところでアンケート調査を行っておりま

して、４５０件から回答がありまして、そのうち９２％の方がずっと住みたい、当分は住み続けたいと

いうところで回答をいただいているところでございます。 

 ３点目に、未接道宅地についてなのですが、まず二葉４－１３、そこの開放広場の周辺にも未接道宅

地がございますので、ここは今回の未接道宅地解消については急がれるところかなというところがあり

ますが、事業地区内に多数未接道宅地がございます。現在ＵＲによって用地を取得しているところも、

未接道宅地が解消できるというような土地もございますので、ここの周りだけではなく、地区内のさま

ざまなところで未接道宅地の解消の可能性というものは出てきます。一方で、防災広場として果たして

管理ができるような適地かどうかというところもしっかりＵＲと話し合いながらＵＲのほうに土地を取

得してもらうというところで現在進めているところでございます。 

○安藤委員 

 はい、わかりました。広くということですけれども、未接道宅地という問題は相談をいただくことも

ありますので、確かに悩ましい問題だと思います。それをどう解消するかということに関しては、いろ

いろな手法をとっていく必要があるなと思います。 

 ちょっとお伺いしたいのが、事業対象、「各密集事業の施行に伴う住宅困窮者に対し」ということで、

今回の住宅が出されているわけですが、各密集事業というのは２９号線など、特定整備路線事業という

のは入るのかどうか、そこら辺をちょっと確認させてください。 

○髙梨木密整備推進課長 

 私がご説明で用いています密集事業というのは、区が行っております密集住宅市街地整備促進事業の

ことでございます。具体的には共同化の建て替えであったりとか、防災広場の設置、あと地区防災道路

拡幅整備を行っているものでございまして、今年度は区で５地区事業を行っております。旗の台・中延

地区、それと今回の二葉３・４丁目・西大井６丁目地区、豊町４・５・６丁目地区、東中延１・２丁目、

中延２・３丁目地区、それと今年度から事業開始いたしました西品川２・３丁目地区の計５地区でござ

います。 

○安藤委員 

 今のご答弁ですと２９号線は都の事業ですけれども、対象外ということなのか、すぐわきに２９号線

という線が引いているものですから、ちょっと事情があってこの近くに代替地を用意してほしいという

人がもしいた場合、そういった申し出があった場合というのは、区としてはどういう対応をするので

しょうか。私としましては、２９号線自体が廃止をするのが一番いいと思っていますけれども、中には

家庭の事情とかでこれを機会にという人ももちろんいらっしゃるし、それは自然なことだと思います。

そういう方が近くに住み続けたいという意向を持った場合というのは、実際あると思いますし、そう

いったときに、実際どんな対応をするのか。 

○髙梨木密整備推進課長 

 木密整備推進課の所管している事業で取得している土地は防災広場であったりとか、目的を持って取



－37－ 

得した土地でございますので、今回の土地につきましては防災広場が目的ということで、形は変わりま

すけれども、また防災広場として周辺を取得するといったような状況でございますので、代替地として

の利用はできないという形であります。 

 また、今後の事業展開に応じて出てきた土地、例えばＵＲが取得した土地について東京都が要請した

場合等につきましては、まだ現在その要請等がございませんので、出てきた段階で協議、考えていかな

ければいけない問題だと考えております。 

○たけうち委員長 

 ほかにご質疑はございますか。 

 では、ほかにご発言がないようですので、以上で本件および報告事項を終了いたします。 

                                              

３ 行政視察について 

○たけうち委員長 

 次に、予定表３の行政視察についてを議題に供します。 

 それでは、お手元に机上配付しました調査項目・日程案をご覧ください。 

 前回の委員会でご確認をいただきました視察先および視察項目で先方との調整をさせていただきまし

た。 

 残念ながら、大阪市と広島市は今般の災害の関係等もあり、視察の受け入れをいただけませんでした

ので、代案を提示させていただいております。 

 行程といたしましては、初日、９月４日の午後に神戸市で震災経験の継承と減災の取り組みについて、

座学および兵庫県の施設である人と防災未来センターの視察、２日目、５日の午後に浜松市で環境エネ

ルギー政策について、そして最終日、６日の午前に名古屋市にて堀川納屋橋界隈の水辺の利活用につい

て、以上の内容でそれぞれ視察してまいりたいと思います。 

 宿泊については、４日は神戸市、５日は名古屋市を考えております。それではこの内容で視察を実施

することとし、実際の行程など細かい調整を進めまして、日程や視察先に変更等が出た場合は、正副一

任とさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○たけうち委員長 

 ありがとうございます。なお、次回の委員会で事前の勉強会を行いたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 この行政視察がより実りあるものとなるよう勉強会に際しまして、各委員それぞれ少し視察先につい

てお調べいただいて、どういう視点をもって調査していきたいか、どういうことを先方に聞いて確認し

たいかなど、積極的に意見を出していただき、委員会として問題意識などを明確化していきたいと思っ

ております。出されましたご意見等につきましては、あらかじめ先方にもお伝えしておきたいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で本件を終了いたします。 

                                              

４ その他 

○たけうち委員長 

 最後に予定表４、その他でございます。 
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 その他で何かございますか。 

○稲田都市開発課長 

 それでは、私からＪＲ東日本旅客鉄道株式会社によるスポル品川大井町のオープンについて、口頭で

ご報告させていただきます。 

 ＪＲ東日本は、広町社宅を取り壊しましてから、工事に着手しておりました複合スポーツ・エンター

テイメント施設のスポル品川大井町を来月の８月１１日土曜日にオープンするとのことでございます。

また、施設の予約については、既に７月１１日に開始しているというふうに聞いております。 

 それから、ＪＲからは、ＪＲが敷地を貸しております劇団四季の「キャッツ」も同日に開演するとい

うふうに聞いております。さらに、ＪＲ東日本から開業に先立ちまして、品川区議会議員の皆様を内覧

会にご招待させていただきたいとの申し出がございました。日時はオープン前日の８月１０日金曜

日、１５時３０分からでございます。現地集合となります。本日、区議会事務局のほうから議員の皆様

へは案内状をお届けするとのことで、既にご覧いただいている方もおられるとは思いますが、詳細はそ

ちらの記載をご覧いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○たけうち委員長 

 説明が終わりました。 

 本件についてよろしいでしょうか。何かありますでしょうか。 

 では、ないようですので、その他で何かございますでしょうか。 

○工藤品川区清掃事務所長 

 それでは、私のほうから品川区清掃事務所荏原庁舎で発生いたしました小火につきまして、口頭にて

ご報告させていただきます。 

 発生日時は今月の７月４日水曜日、午後７時９分ごろでございます。概要につきましては、平塚一丁

目品川区清掃事務所荏原庁舎の建物の外にある敷地内、洗い場付近に集められていたたばこの吸い殻か

ら煙が上がり発火したものでございます。発火数分後に火は３０㎝ほど燃え上がった時点で発見され、

近所の方の通報、バケツでの消火により火は消しとめられ、その後駆けつけた消防により鎮火が確認さ

れたということでございます。なお、近隣への被害、施設の被害はございませんでした。 

 出火原因でございます。状況から判断しますと、たばこの火の不始末であるということでございまし

て、区の責任は極めて重いと受けとめてございます。今回の事故は発見が早く、近隣の方のご協力によ

り大事に至りませんでしたが、近隣、近所にお住まいの方をはじめ、区民の皆様方には多大なるご迷惑

とご心配、そしてご不安をおかけしまして、深く反省するとともに、心からお詫びを申し上げるところ

でございます。 

 今後は、このようなことが二度とないように所内一丸となりまして再発防止を徹底してまいる所存で

ございます。大変申しわけございませんでした。 

○たけうち委員長 

 説明が終わりました。 

 本件について、ご確認等ございますでしょうか。 

○あくつ委員 

 たばこの吸い殻が燃え上がったということですけれども、再発防止ということなのですが、具体的に

はどのようなことをお考えになっているのかお聞かせください。 

○工藤品川区清掃事務所長 
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 再発防止ということでございます。吸い殻を一度水バケツに入れまして、ザルで水を切ったものをた

めているという形でやってございました。基本的には確実に水バケツにつけるというのが一つでござい

ます。また、今回水切りしたたばこを建物外の洗い場付近の敷地外にためておいたということで、再発

防止といたしましては、しっかりと水に浸した後、建物内の倉庫に確実に入れて、そのようなことが起

こらないようにしてまいるということでございます。いずれにいたしましても、施設を閉める担当のほ

うは、必ず火周りをチェックすると、そういった形で消火を確認しまして、管理するということで再発

防止をしっかりと図っていきたいというふうに思っております。 

○あくつ委員 

 私自身はたばこを吸わないのでよく分からないのですけれども、水につけて消火をしてからしまうと

いうことなのですが、今までも水につけていたということだったのですよね。ということで、建物の中

にしまい込むということで、確実にやるということだと思うのですけれども、そういうのが大体一般的

な方法なのですか。例えば、品川区の本庁舎とか、そういうところでは、そういう形でやっているのか、

ごめんなさい、ちょっと私はイメージがわかないものですから、その辺について、本当にそれで再発防

止ということの確認ができるのかというところでもう一度伺います。 

○工藤品川区清掃事務所長 

 やはりたばこの処理でございます。水につけた後、少し軽量化するためにザルで切るような形になっ

ています。それが完全に乾燥している部分が一部あったというところが一つございます。そこと、もう

一つは、やはりその中で、火元のところで職員がたばこを吸っていたという事実がございますので、そ

ういったことが二度とないようにということで、しっかり対応したいというふうに思っております。 

○あくつ委員 

 その火元の部分では職員の方は二度と吸わないということでよかったのでしょうか。 

○工藤品川区清掃事務所長 

 はい。 

○あくつ委員 

 結構です。 

○たけうち委員長 

 ほかにございますか。 

 では、ほかになければ、以上で本件を終了します。 

 その他で何かございますでしょうか。 

○溝口公園課長 

 それでは、私からバンドウイルカの出産について、お手元のＡ４判の資料に基づきましてご報告させ

ていただきます。 

 イルカの出産につきましては、ショー等の中止につきまして、７月３日の当委員会においてご報告さ

せていただいたものでございますが、このたび無事に出産いたしましたので、ご報告させていただくも

のでございます。 

 お手元の資料にもございますように、予定した日よりも早い、７月１９日の午前１１時２４分に無事

イルカが出産をしたものでございます。しながわ水族館としては、１７年ぶりのイルカの出産という形

になります。また、誕生した子イルカは、母イルカに寄り添いながら元気にすくすくと今現在成長して

いるところでございます。 
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 また、出産当日よりイルカ・アシカスタジアムおよびイルカの窓の閉鎖を行うとともに、イルカ

ショーなどの一部イベントを中止しているところでございます。今後引き続き母イルカが安心して育児

を行い、子イルカがすくすくと成長して区民の皆様に無事お披露目できるように運営事業者と連携しな

がら飼育環境の整備など、さまざまな取り組みを行っていきたいというふうに考えているものでござい

ます。 

○たけうち委員長 

 それでは、本件につきまして、何かご確認等ございますでしょうか。 

○安藤委員 

 育休期間というのはどれぐらいを見通しているのでしょうか。やはりとてもかわいらしい写真が載っ

ていますけれども、やはり赤ちゃんに対面したいという区民、皆さんたくさんいると思うのですけれど

も、いつぐらいからお披露目になるのか、そこら辺の見通しを教えてください。 

○溝口公園課長 

 まず、子イルカのお披露目ですけれども、今現在小プールを全て閉鎖して見られないようになってい

るところでございます。これはやはり子イルカ、また母親のイルカがストレスに感じることによって成

長に影響を来したり、また育児に支障を来したりするということがないようにやっているところでござ

います。そういったところで、徐々に人が入って、飼育員が入ってならしているところでございますが、

おおむね１カ月ぐらいは閉鎖するような期間を設けて、その後人になれていく状況等を確認しながら開

放していくような形になりますし、ショー等を通常どおり行えるようになるには、３カ月程度かかると

言っておりますので、いずれにいたしましても母イルカ、子イルカ、そういったものが人になれて、無

事パニック等を起こさないような形になるまでは休止というような形になりますので、一つの目安とし

ては１カ月、３カ月、そういったところが一つの目安になってくるものというふうに考えているところ

でございます。 

○西本委員 

 赤ちゃんのお名前とかはどのように決めるのでしょうか。 

○溝口公園課長 

 今のところ、まだ最終的には決まっておりませんが、せっかく品川区で生まれた十何年ぶりのイルカ

でございます。このまま無事に成長するようであれば、ぜひ区民の方に公募を行って、名前の公募とい

う形で名前を決めていきたいというふうに考えているところでございます。 

○たけうち委員長 

 ほかになければ、以上で本件を終了します。 

 その他、何かございますでしょうか。 

○古巻防災課長 

 それでは、私から先日、７月２８日に発生しました台風第１２号における対応につきまして、ご説明、

ご報告させていただきます。 

 お手元に机上配付で資料をお配りしておりますので、ご覧いただきながらご報告させていただきます。 

 まず、経過でございますが、台風の接近につきましては、７月２７日金曜日の１５時の時点の予報を

もちまして、１５時半から応急対策本部の会議を開きました。その際に、翌２８日８時半から応急対策

本部を開設するということで、一旦決定をしております。その後、７月２７日の午後５時３０分に品川

区に対しまして、大雨波浪注意報が発表されておりますが、その際に台風の進路や速度が大分変わりま
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して、影響が出始めるのが遅くなりそうだということが判明しましたので、それに伴いまして、応急対

策本部開設時刻については６時の時点で、土曜日の１２時に変更しております。実際に応急対策本部で

すが、１２時に２７名の体制で設置をいたしました。その後、風雨が強くなり始めまして、１５時１７

分に品川区に対しまして洪水注意報、大雨警報（浸水害）の発表がございましたので、その際、それ以

降、拡大監視ということで、現場の巡回等を行ってきましたけれども、特段大きな浸水被害が発生した

りとかということはなく、１８時８分に満潮の時刻を迎えましたが、河川水位についても基準水位を超

えるようなことはない状況が続いておりました。その後、台風等も徐々に遠ざかっていくということ

で、２０時１８分に洪水注意報、大雨警報、浸水害が解除になりましたので、２０時３０分をもちまし

て、応急対策本部は解散という形で対応を終了しました。 

 応急対策本部従事職員ですけれども、当初の設置の際は２７名の参集でしたが、交代等を含めまして、

延べ３８名で従事をいたしたところでございます。 

 被害の状況ですけれども、①、②がございますが、人的被害、浸水被害については、ともにございま

せんでした。その他といたしまして、倒木が豊町二丁目の路上で１件、これは警察によって除去がされ

たというふうに報告を受けております。また、その他として、八潮橋のエレベーターが一時停止をした

ということがございました。 

 台風１２号におけます対応につきましては、ご報告は以上になります。 

○たけうち委員長 

 説明が終わりました。 

 本件について、何かご確認等はございますでしょうか。 

○安藤委員 

 まず、緊急対応ということで、大変お疲れさまでございました。倒木ということなのですけれども、

結構台風とかだと危険性というのがあると思うのですけれども、その原因といいますか、かなり古いも

のだったのか、今後どういったことで注意していくというか、お考えなのかちょっとお伺いしたいとい

うのが一つと、あとエレベーター停止については、原因といいますのは、どういうもので、今後も起き

得るということなのか、そこら辺もちょっとお伺いしたいと思います。 

○古巻防災課長 

 倒木についてですけれども、電話で区民から報告があったということで、現場を確認した時点で既に

警察のほうで撤去が完了しておりましたので、どういった状況かを区のほうで十分に把握できていない

のですけれども、そういった意味で言うと、どのような大きさだったのか、この件については十分な把

握ができておりませんけれども、今後につきましては、やはり強風等で倒木、もしくは枝が折れたりと

かということが発生することは十分考えられますので、巡回等を強化しまして、十分に危険のないよう

な形で、区民の安全・安心が守られるような形での対応をしていきたいというふうに考えております。 

 あと、エレベーターに関しましては、こちらも状況としては風雨によってセンサー等にちょっと異常

が出た、要は少し水がかかったりということでセンサー等に異常が出たというような状況がわかってお

りますが、エレベーター全体に対して特に影響があったということではなく、センサー異常によってエ

レベーターが一時停止してしまったということで、現在復旧しておりますけれども、今後そういった意

味では、原因等については今後少しはっきりさせていって、再発防止には努めていきたいというふうに

考えております。 

○安藤委員 
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 エレベーターのほうはそういったところでお願いしたいと思います。 

 倒木のほうもちょっとどういった、風が強かったというのはもちろんそうなのですけれども、どう

いったものが、どういった原因で倒れるに至ったのかというのは、ぜひつかんでいただきたいなという

ふうに要望いたします。 

○たけうち委員長 

 ほかにございますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○たけうち委員長 

 ないようですので、以上で本件を終了します。 

 その他で何かございますか。 

 ないようですので、以上でその他を終了します。 

 以上で、本日の予定は全て終了いたしました。 

 これをもちまして、建設委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

○午後４時２６分閉会 


